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講演会[ベンチャー@ビジネスと大学i

講師 大 滝 義 博

佐藤孝明

佐藤純一

株式会社ジャフコ特別顧問

筑波大学先端学際領域研究センター客員教授

理化学研究所主任研究員

コロンビア大学教授

財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会

知的材料・構造システム研究開発センター長

司 会(三浦謹一郎バイオ専門部会長) 皆様、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうご

ざいました。私は日本工学アカデミーのバイオ専門部会長の三浦でございます。

本日は、バイオ部会がふだんあんまり会員の皆様向けの集まりをしないというご批判もあるようです

ので、できるだけ皆様が関心をお持ちの問題を持ちかけてみたいと思いまして、「ペンチャー・ビジネス

と大学」という題で講演会を開くことにいたしました。内容的にはバイオのことに限ったことではござ

いません。今日ご講演いただく方はバイオ以外の方もいらっしゃいますけれども、講演会の内容は、工

学アカデミーの方にとっては全般的にご興味を持っていただける問題ではないかと思います。

最近、いろいろ規制が取り外されて、新しい組織をつくろうという国の施策が行われているわけです

砂れども、ペンチャー・ビジネスといいますか、ベンチャーを開くというようなことに関しては、やは

り日本の風土では、なかなかアメリカのようにうまくいかないような点があるわけですね。それで、そ

の点に関して、国も乗り出してきて何とかその辺を助けようというような形ではないかと思います。新

しい法案も通って、大学の先生が会社員を兼ねるということができるような、今まででは考えられなかっ

たような状態になってきたと思います。しかし、日本ではいろいろ問題点が多いわげでして、私どもと

しては何とかその辺がうまくいってほしいなと思っているわけであります。

今日、講師としてお願いしました 3人の方々は、そういうことに関して、ご自身でもいろいろ苦労な

さっていたり、あるいは、ペンチャービジネスが特に大学との関係においてうまくいくようにという点

で、何らかの形で非常に貢献をしていらっしゃる方々だと思います。ご苦労とか、いろいろな現在の日

本の状態を広い範囲にわたって紹介していただくということでお願いいたしました。

それでは、講演に移らせていただきます。
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日本におけるベンチャー企業と大学との関係
一特にベンチャー ・キャピタルの役割

司 会最初に、「日本におけるペンチャー企業と

大学との関係一特にペンチャー ・キャピタJレの役

割」と題して、株式会社ジャブコの大滝義博様に

お願いしたいと思います。日本合同ファイナンス

(株)が、ジャフコというふうに名前が変わって

おりまして、大滝様は今、そこの特別顧問という

立場でいらっしゃいます。

ごく簡単に、大滝さんのご経歴をご紹介します

と、東北大学農学部農芸化学科の大学院を修了な

さって、その後、野村総合研究所に入られました。

研究所ではいろいろな研究をなさっていると思い

ますが、生物科学の部門は、実際に研究室を鎌倉

に持って仕事をなさっていたというわけです。こ

の野村総研の生物科学部門は、活発な研究者の

方々を集めて、なかなかいい仕事をなさっていた

と思います。ご事情があってその生物科学部門が

閉鎖されましたので、その後、同じ野村グループ

のベンチャー・ キャピタルである日本合同ファイ

ナンス株式会社、現側ジャフコに転籍され、そこ

で、特にベンチャー ・キャピタルというよ うな方

面からのお仕事をやっていらっしゃいます。

バイオ関係のベンチャーについては特にお詳し

いわけですけれども、それにかかわらず、日本の

ベンチャーの問題を広く論じていただけるのでは

ないかというふうに期待しております。それでは

大滝先生、どうぞお願い致します。

大滝 義博 ただいまご紹介にあずかりました大

滝でございます。

本日はこのような席を設けていただきまして、

私のような浅学の者のお話しにご満足いただける

かということが非常に心配であります。本日いた

だきました題、「日本におけるベンチャー企業と大

学との関係Jに関しまして、只今ご紹介いただき

ましたようにベンチャー ・キャピタ Jレという観点

から述べてみたいと思います。 特に私の専門はバ

イオでありますが、残念ながら日本にはバイオ ・

ベンチャーが少ない点もあり、この約10年間、ア

メリカ、ヨーロッパのいわゆる第一線のバイオ ・

2 

ベンチャーにフォーカスをあてて投資をしてまい

りま.した。その過程であまりにも日本が非力だと

いう現実をつくづく思い知らされてまいりました。

日本においても昨今ペンチャー ・ブームと言われ

ておりますけれども、通産省や文部省関係のベン

チャー企業支援の各種委員会にも参加させていた

だき、いろいろ経験してまいりました。その一端

についてお話しできたらと考えております。

最近、ベンチャー ・ブームとも言われる形でベ

ンチャー企業を育てなければいけないということ

が、新聞紙上でも連日報道されておりますが、現

在のブームはベンチャー・ プームという観点から

見ますと、第3次のベンチャー ・ブームに当たり

ます (OHPl)。実際には、 1970年から73年に第 1

次のベンチャー・ ブームがあり、その10年後、す

なわち1983年から86年に第2次のペンチャー・ブー

ム、そして、現在の第 3次ベンチャー ・プームへ

と至っているわけでありますが、ご存じのとおり、

第 l次、第 2次ブームはあえなく消え去ってしまっ

たという事実があります。おのおのの時期を比較

してみますと、まず、 GDPの成長率で見ますと、

第 1次のときには実質で7.7%、第2次は3.4%、

第 3次は2.0%という形で、実際にはこの実質 GDP

成長率がどんどん下がってきている中でブームが

起きていることがわかります。また、ゆゆしき問

題として挙げられますのは、この間の企業の開業

率の問題でありまして、第 1次、第2次、第3次



OHP 1 
ベンチャーブーム背景と概要

第 1;，欠 第 2;，欠 第 3次

年代 70-73年 83-86年 93年~現在?

GDP成長率 16.1%・7.7% 5.5%・3.4% 1.7% • 2.0% 

[名目・実質] (70-73暦年平均) (83-86暦年平均) (93-96暦年平均)

70n-71/12:後退期 80/2-おβ:後退期 91/2......93/10 :後退期

景気動向 71/12-73/11:拡張期 83/2-85/6.:鉱張期 93/10......97，β:拡張期

73/11-75，β:後退期 85/6-86/11 :後退期 97/4- :後退期

7.0%・3.8% 4.7%・4.0% 3.5%・3.7%

[民営・非農林漁業] (69n-72/9、年平均) LID(7-86/6、年平均} (94L4~96/10、年平均}

l製造業 34.8% 製造業 27.9% 製造業 24.5% 

うち素材型 13.0% うち素材型 8.7% うち索材型 7.9% 

うち加工型 21.9% うち加工型 19.2% うち加工型 H;~6% 
産業構造

卸売・小売業 卸売・小売業
[名目 GDP比]

13.9% 14.2% 12.4% 

サービス業 9.3% サービス業 12.7% サービス業 16.0% 

第3次産業比率 50.9% 第3次産業比率 60.6% 第3次産業比率 63.9% 

(以上70年) {以上回年) {以上 93年}

-欧米からの技術導入に頼 83年に庖頭畳録市場の -日本におけるバブル崩

らない、独自技術による 公開基準緩和 壊後の長期にわたる景

企業他への社会的要請 • 2度の石油ショックによ 気低迷と対照的に、 VB

" r脱サラJブームによる独 り省エネルギーや生産 の勃興により復活した

立開業の増加 の一層の効率化の必要 米国産業o姿に甚面
ブーム発生の理由 | 

-インフレ詑静化による金 性から生じた、エレク -グローパルイじの進展に

融引き締め緩和 トロニクス、新素材、 より緊急性が高まった

-列島改造ブームによる建 バイオテクノロジーな 産業構造高度他への取

設。不動産関連への投資 どの技術革新への期待 り組み

意欲の盛り上がり

由 '"石油ショックによる不況 -円高不況などで有力 VB
ーム収束の理 一

到来 が相次ぎ倒産

-現在のジヤフコなど「先 -金融機関が系列 vcを相 -生損保や事業会社系の

vcの動き
l 発 8社Jといわれる VC 次いで起立 ほか、独立系も増加

が相次ぎ設立される -投資事業組合方式が初め -アーリーステ一段階へ

て導入される の投資が増加

(出所)千葉浩一郎「第3次ベンチャーブームの行方」

(1 BJ経清・産業の動き 1998年7月号)日本興業銀行産業調査部

となるに従って、いわゆる企業の開業率が7.0%

から4.7%、3.5%へとどんどん下がっている。こ

れで日本は大丈夫なんだろうかということを、国

を初めといたしまして、皆さんが心配するという

状況になっているのはご存じのとおりでありま

す。

一方、プーム発生の理由を見ますと、第 l次に

関しましては、欧米からの技術導入に頼らない独

自技術による企業化への社会的要請というのがあっ

たほか、脱サラブームが起きまして、独立開業が

増加したということ。さらに、インフレ鎮静化に

よる金融引き締め緩和があったのと同時に列島改

造プームがあり、建設とか不動産関連への投資意

欲の盛り上がりがありました。 。これらを背景と
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OHP 2 

ベンチャー企業とは

-独立した未上場・未公開の中小企業

・企業家精神が豊かで強力なリーダーシップ(先見性、決

断力)を有する経営者に率いられた企業

・新規の独創的なアイディアの下、新しい技術、新しい製

晶、新しい需要に応じた製品・サービスなどを事業化

し、市場を開拓していく企業

φ チャレンジ精神、適切な行動力を有する活力ある企業

して、第 1次ベンチャー・プームが起きたわけで

あります。

第2次に関しましては、 1983年に庖頭登録市場

の公開基準が緩和されたこと。二度の石油ショッ

クによって、省エネルギーとか生産の一層の効率

化の必要性が生じ、エレクトロニクス、新素材、

ノてイオテクノロジーなどの技術革新への期待がブー

ム発生の引き金になったと言えます。

第3次の現在はと言えば、まだ、まさにその真っ

ただ中にいるわけでありますけれども、日本にお

付るパプル崩壊後の長期にわたる景気低迷と対照

的に、ペンチャー・ビジネスの勃興により復活し

た米国産業の姿に直面したということ。やはり、

日本もベンチャー・ビジネスを育てなければいけ

ないのではないかと思い始めたということ。さら

に、グローパル化の進展によって緊急性が高まっ

た産業構造高度化への取り組み、いわゆる産業構

造変革をしなければ日本はやっていけないのでは

ないかという状況がプーム発生の原因となってお

り、おのおの背景は異なるわけであります。現在

第3次のベンチャー・プームが起きておりますが、

これが本当にベンチャー企業創生として根づくか

どうか、これは非常に重要な問題でありますが、

実際に「これは成功するだろう」という人たちと、

「いや、これはやはりまたブームで終わるよJと非

常に消極的に考える方々が相半ばしているのが現

状であります。

(OHP2)ただ、基本的に見てみますと、どうも

日本の中でペンチャー企業と呼んでいらっしゃる

企業群が、実はアメリカやヨーロツパで設立され

ているベンチャー企業群と中身がかなり違うので
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はないかと考えます。日本で言いますと、いわゆ

る中小企業をペンチャーと呼ぶ場合が多いように

思われます。独立した未上場、未公開の中小企業

という意味ではペンチャー企業と呼べないことも

ないのですが、現実に米国、ヨーロッパのベン

チャー企業というのは、実際に企業を率いている

人たちがかなり日本とは異なります。。もちろん

起業家精神、すなわち、アントレプレーナーシツ

プが豊かで、強力なリーダーシップを持った人が

経営者として率いている企業というのは日本の中

にもないわけではないのですが、欧米のベンチャー

企業が目指すところは、新規の独創的なアイデア

のもと、新しい技術とか新しい製品、それから新

しい需要に応じた製品とかサービスなどを事業化

し、新たに市場を開拓していく意欲を持っている

企業の創造であります。さらにそれを担う人たち

を見ますと、例えば日本でいう社長に当たります

CEOは、 MBAやPhDなどを実際に持った高学歴

の人たちであり、かつ、その研究開発の主体とな

るスタップも、やはりほとんどの人がPhDを持っ

ているような企業であります。これらの人たちが

集まって、チャレンジ精神とか適切な行動力を有

する活力のある企業をつくっている。これがアメ

リカ、ヨーロッパでいうベンチャー企業でありま

す。

これに対しまして、日本ではいわゆる昔から続

いております家内工業の延長線上の中小企業が多

いわけであります。これは欧米のベンチャーとは

かなりその内容が異なっており、この点を間違え

ると、内容の違った支援策を作ってしまうことに

なります。例えば、バイオ・ベンチャーの方で具

体例を挙げますと、 Auroraというアメリカのサン

ディエゴにある会社があります。この会社は1995

年に設立された会社であります。現実にはもう既

に、おととしですが、公開した会社であります。

設立して数年で公開まで至っています。従業員数

は37名。実際に研究開発していますのは、医薬品

候補物質を探索するためのウルトラ・ハイスルー

プット・スクリーニング・システムで、これを大

手の製薬会社に提供する他、スクリーニング・サー

ビスを受託するという業態を取っています。この

会社は、去年ですが、プリストルマイヤーズ社が



OHP 3 

提携いたしまして、約100億円をこの会社に入れた

わけであります。ある意味で何も製品を持ってい

ない、概念しかない会社に製薬メーカーが100億円

入れたということに驚いておりましたら、その 2

週間後に今度はイ ーライ ・リリ 一社が約60億円を

支払うことを発表したわけです。この会社は 2週

間の聞に約160億円を集めたということになり、ア

メリカでもよく知られる会社となりました。

一方、いわゆるバイオといっても実はバイオと

他領域との融合が急速に進んでおり、 GENE

LOGICのような会社が続々と設立されています。

(OHP3) は半導体のチップであります。この数ミ

リ角のチップ上に10万個の遺伝子の断片がついて

います。例えばここでは T-Cel1という免疫系の細

胞についてのデータが示されております。この T

-Cellからどのような遺伝情報が出ているかという

のが、この数ミリ角のチップ上でわかるのです。

実際には、この T-Cel1を活性化させたときに、活

性化という引き金で新たにどんな遺伝子の情報が

出てくるかということを、数ミリ角のチップ上で

調べることができ ます。通常時と活性化時で発現

する遺伝情報を差し引きいたしましたのがこの図

であります。これにより、活性化という変化によっ

てどのような遺伝情報が新たに発現あるいは抑制

されるかということが、数ミリ角のチップ上で全

部わかってしまうというような新分野の開拓が実

際にアメリカではどんどん進んでおり、これをベ

ンチャー企業が担っているという現実があります。

これはまさに、バイオと半導体が融合した技術と

言えます。

現状、最先端の技術と呼ばれるのが遺伝子解析

です。ゲノム科学という名前でも呼ばれておりま

すけれども、遺伝子の配列情報および遺伝子の機

能解析が非常に重要な分野に育ってきております。

但し、いわゆるバイオとはいっても実際、その中

身はメカトロニクスやエレクトロニクス、そして

インフォマティックスなどの分野との融合によっ

て、新しい分野が次々と切り聞かれているのです。

アメリカの話は後で佐藤先生の方から詳しい話

が出ると思いますが、このような遺伝子関連分野

のベンチャーをここに 9社挙げてあります (OHP4

次頁)。これは欧米にあるベンチャー企業でありま

すけれども、このような企業は次々と新しい独自

の技術を開発しており、これに対しまして、この

2行自に書いてありますように大手の製薬メーカ一、

これはアメリカだけではなくて、日本、そしてヨー

ロツパの大手の製薬メーカーがどんどん提携して

いるわけであります。例えば、このヒューマン ・

ゲノム ・サイエンス社ですと、日本でしたら武田

さんが数十億円お金を出しており、このミレニウ

ム社の場合、 8社でトータlレ537ミリオンダラーの

お金を集めているわけであります。この遺伝子関

係の 9社だけをとりましでも、 トータノレで2，131ミ

リオンダラーのお金を世界から呼び込んでいると

いう状況があります。もちろん、これらベンチャー

企業が持っている技術が非常に有用であるという

ことで世界中からお金が集まってくるわけであり

ますが、まさに自分たちの持っている技術をフル

に生かして、その技術の開発に必要なお金を世界

から集めるようなベンチャー企業が、アメリカの

バイオ産業を引っ張っているということになりま

す。
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OHP 4 

igure 9: Progenitor 
harmaceutical Company Collaborations with Genome Companies 
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(OHP5) は実際のアメリカのバイオ・ベンチャー

企業次分布ですが、ここに点で 1つ1つ書いてあ

りますのがバイオ・ベンチャーの 1社 1社をあら

わしております。もうご存じのとおり、西海岸で

すとシアトルとかシリコンパレー、ロス、そして、

サンディエゴ近辺に次々とバイオ・ベンチャーが

設立されておりますし、東海岸ですとポストンと

かニューヨーク、フィラデルフィア、ポルチモア、

メリーランド、ノースカロライナのリサーチ・トラ

イアングルなどを中心に次々とベンチャー企業が

設立されています。

同様なことはアメリカだけではなくてヨーロツ

パでも起きており、イギリスが中心となっていま

す (OHP6)。すなわち、ケンブリッジ大学とかオッ

クスフォード大学を中心としたりサーチパー夕、

また、エジンパラやグラスゴー地域にベンチャー
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OHP 8 !??52:17三宮司
|会社並立|

骨骨 一争ーーシ

合
第2回目
エクイティ
ファイナンス

;ペ沖……1蛾 ! 
・リスク・マネーを出す総資風土

lーのウウをも叩 iの存在

.iH択可能な総資自白

'IPO (公I!.'D… ハードルが低い1
・売却 1 

・ヲレ牟りず，..trlm;;年企M強 ! 

企業設立が続いています。イギリスにはメデイカ

ル・リサーチ・カウンシルという国の研究機関が

ありますが、その技術を使っても次々とベンチャー

企業が設立されているわけです。近年は、フラン

ス、ドイツ、オランダ政府がやはり積極的にベン

チャーを育てなければいげないということで支援

策を次々と出しているという流れもあります。

まさに世界中でペンチャーを育てるという流れ

が起きているわげでありますが、この流れを見て

みますと (OHP7前頁)、大きな流れ、これがすべ

てではありませんが、まさに大学や国立の研究機

関が持つシーズ、すなわち、アイデアとか技術シー

ズでありますけれども、これをいわゆるベンチャー

企業群がライセンスを受けて、迅速に、かつ集中

して研究開発を進め、最終段階に近いところまで

開発した後に、例えば大手製薬企業にそれを渡す

というサイクルができています。もちろん大学と

か国立の研究機関からダイレクトに大企業に技術

が行くということもありますが、アメリカの製薬

企業の場合、自分でやるよりはむしろ良い技術を

持っているペンチャー企業をねらい撃ちしてライ

センス・インしたり、甚だしき場合はM&Aでベ

ンチャー企業そのものを買ってしまうという流れ
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大企業との
開発提出
販売提出

|商品開発成功|

目

n 

京3回目
エクイティ
ファイナンス

ペ)申

の中で、新製品開発戦略を構築してきたことがわ

かります。

それでは、このようなペンチャー企業がどのよ

うにして1，500社もできてくるのかということが問

題となります。大学とか国立の研究所、そして大

企業などからスピン・アウトしてベンチャーを設

立する場合、日本でもアメリカでもヨーロッパで

も、そんなにお金を持っている人々が最初から会

社をつくるわけではありませんo それでは、どう

いう仕組みができているかというと、 (OHP8)ア

メリカの場合にはいわゆるエンジェルと呼ばれる

一群の投資家がおりまして、シードキャピタルを

出してくれる。このシードキャピタルを使って会

社を設立いたしまして、その後そのアイデアをビ

ジネスプランにまとめますと、今度はベンチャー・

キャピタルが、増資にこたえてくれるわけであり

ます。もちろん最初のシードキャピタルというの

は、数百万から数千万円程度の額ですが、会社の

ステージが進むに従って、例えば、第 l回目の増

資では 1億円ぐらいを調達することができるわけ

です。欧米には増資にこたえてくれるベンチャー・

キャピタルがたくさんあります。これらのお金を

利用して、人を集め、施設を借りて研究開発をス

J 



タートするわけですが、もちろん、そのようにし OHP 9 

て調達した資金もすぐに食いつぶしてしまうわけ

でありまして、食いつぶす半年前ぐらいから第2

回目の増資というものを考えて、その研究成果を

実際にビジネスプランにまとめることにより、最

初よりも例えば倍とか 3倍とかという株価で、ペ

ンチャー・キャピタルに増資を引き受けてもらう

ことができます。このステージですと、例えば5

億円ぐらいを調達することもできるわけです。こ

ういう増資によるお金で実際に研究開発を進める

のですが、あるところまで来ますと、先ほどの表

にありましたように大企業が開発提携とか販売提

携を申し込んできまして、数百億円というような

お金を出すような企業も出てまいります。このよ

うなお金を使ってペンチャー企業を成長させてい

くわけであります。最終的にはこの会社を公開ま

でもっていきますと、通常、創業者は最初にストッ

ク・オプションをもらっておりますので、実際に

公開にともなって、数億円から、多い人ですと数

十億円というキャピタルゲインを得ることもでき

る。すなわち、インセンティプが働いているので

す。

このような流れでベンチャー企業がアメリカで

は次々と生まれていますが、実際には簡単に企業

を成長させられるわけではありません。おのおの

ポイントとなるべき点があるのです (OHP9)。日

本にはほとんどない、例えば起業家精神とそれを

サポートするような風土というような問題もあり

ますけれども、それだけの問題ではなくて、大学

とか研究機関のサポート、さらに、大学のサイエ

ンスパークとかインキュベーターの存在があり、

ペンチャー・キャピタルもどんどんお金を出して

くれたり、エンジェルもどんどんお金を出してく

れるなどの、幾つかの鍵となるような支援システ

ムがあることが大きなポイントになります。

それを簡単にまとめますと、大体9つぐらいに

まとめられるのではないかと考えます。すなわち、

この風土に関しましては、残念ながら風土を変え

るというのは大変なことでありまして、これは後

から述べますように、日本としてもどうやって風

土を育てるかということが大きな問題になります。

また、エンジェルとかベンチャー・キャピタルと

米国バイオベンチャー・ビジネスを支える要因

①起業家精神とそれをサポートする風土

②エンジェルの存在、創業者の出資

③大学・研究機関の支援

③ベンチャー・キャピタルの投資

⑤人材の流動性

⑥インキュベー夕、サイエンス・パークの存在

⑦長期展望に立ち、ビジネス・リスクを取る大企業

@中小企業へ投資する機関投資家の存在

⑨優秀でコストが安い商品であればブランドにこ
だわらず受け入れる市場

同時に大学の支援も非常に大きなポイントであり、

今日の本題でありますペンチャー育成における大

学の関係というのは非常に重要なファクターと考

えられております。

日本の問題に入る前に、アメリカでのベンチャー

企業創生の概要をお話しいたしましたが、アメリ

カの場合には、実際に起業から最終的に製品化に

至るまで企業を成長させていく流れの中で、いろ

いろなサポートの体制ができているということが、

おわかりになったと思います。ペンチャー企業を

育てる仕組みが常に動いていないと次々とペン

チャー企業を育てることはできないという事実が

ありまして、その l個 1個を検討していきますと、

日本の中にはあまりそのようなシステムができて

いなかったというのが大きな問題として浮き上がっ

てくるわけであります。きて、現在のような不況

になりまして、どうしてもベンチャーを育てなけ

ればいけないという流れが通産省を中心として始

まってきましたが、それでは圏内でのペンチャー

企業育成がどうなっているのかということについ

て、お話しいたします。

EAJ Information N 0.81/1999年2月 9



OHP 10 

証券市場とVC(こ係る制度改革

- 証券市場改革

ー大蔵省証券局長の通達(f実質基準」がないことの確認)

ー底頭特則銘柄制度の創設

ー証券取引所の特則銘柄制度の創設

. ベンチャーキャピタル関連

ー中小企業投資育成会社に投資損失準備金の積み立てを容認

ー 1997年12月独占禁止法第9条改正

先生からご指摘もございました

ように、国を中心として、日本

におけるベンチャー企業育成策

が検討されてきた経緯がありま

す。

例えば証券市場とベンチャー・

キャピタルに関する制度改革

(OHPI0) という点から、証券

市場の改革が行われたというこ

とはご存じのとおりでありまし

ベンチャーキャピ告ルは、第9条が禁止する持株会社に該当しないことが明確化

された(公正取引委員会「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の考

え方J)

て、底頭特則銘柄制度の創設、

これはアメリカにありますNAS-

DAQ市場と同じように、日本で
- 1998年5月

中小企業等投資事業有限責任組合法(中小企業等投資事業有限責任

組合契約に関する法律)の成立(11月施行)

も赤字で公開できる市場をつく

ろうということでできたわけで

ありますげれども、現実には 3

社しか公開しなかったというこ

とで、あまり有効には働いてい

OHP 11 

ベンチャー企業支媛のための法整備

・新規事業法(特定新規事業実施円滑化臨時措置法)

施行:1989年6月

改正:1995年11月

・ストックオプション制度の導入

.支援内容の拡大

ませんo 現在、これを改革しよ

うという流れがあり、特則銘柄

制度を廃止して、一部、二部に

しようという流れがあることは

新聞での報道のとおりでござい

ます。
- 中小創造法(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法) ベンチャー・キャピタル関連

では、今まで、特に投資をした

場合の損失に関しまして、税制

的には優遇措置というものは全

施行:1995年4月

→中小企業庁が創造的中小企業創出支援事業に関する

ガイドラインを提示

-大学等技術移転促進法
(大学等における掠街に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)

くなかったわけですが、中小企

業投資育成会社に対しては損失

準備金の積み立てが認められる

施行:1998年8月

→産学連携による技術移転の促進(新産業の創出)

日本でペンチャー・ビジネスを育てるといいま

しても、すぐにペンチャー企業が生まれてくるわ

けではなくて、大企業、大学、国とか自治体の支

援、専門家の支援、こういうものが全部うまく連

関することによって、やっとペンチャー企業が生

まれてくるわげであります。このような流れ、連

関というものは実際のところ、日本にはあまり存

在せず、まずは、この構築からスタートしなげれ

ばい貯ないというのがペンチャーを育てるときの

キーポイントになります。その中で、先ほど三浦

10 

ことになりました。一方、今ま

で独占禁止法で、ベンチャー・キャピタルが投資

した会社を支配下におくことが懸念され、独占禁

止法に触れるのではないかという問題が指摘され

てきたわけですが、そのようなことは該当しない

ということで、ペンチャー・キャピタルの場合は、

例えば40%とか50%の株のシェアを持っても、そ

れは事業支配力を持つとは考えないということが

明確化されたということ。また、今年の 5月には

中小企業等の投資事業有限責任組合法が成立しま

したo 今までは無限責任ということもありまして、

ぺ

、J



OHP 12 

特1キ蹴温促進施策の活用方法

}島入締盟サイド

特 I . dn放特併を燥したい

貯 |・特許・開放企謀から直後話
| を聞きたい

を l・専門家に相似したい

提供希盟サイド

特許旅逝促進施慌

L叩'F脳ア…ーj← iー専門家に相闘したい を

思 卜特時文献を旦たい 一一一一一トー→l知的所賓蝿センター l←ーー1-・特定地域避寒昇への提供を希望 l聞
・地域に適した開放特併を探一一ートーー→I(特許誠温支1I事案) I I したい
したい

入
-分野毎の特許の全体像を
知りたい
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し

た

い

い

マッチング・成約

例えば、年金基金などからペンチャー・キャピタ

ルの投資事業組合に出資するということができな

かったのですが、今年の11月から、有限責任の明

確化によるリスク低減により、年金基金もベン

チャー育成のための投資事業組合に出資できるよ

うな形にしようという法律ができました。 (OHPll)

そのほかベンチャー企業支援のための法整備の観

点、からは、新規事業法認定企業では、ストック・

オプション制度が使えることになったほか、支援

内容の拡大も起きています。また、中小創造法と

か、後でお話しいたします今日のメインテーマで

あります大学等技術移転促進法がこの前の参議院

を通ったということはご存じのとおりでありま

す。

さらに、公的支援制度が数年前に比べて急速に

進んできたわけでありますが、このようないろい

ろな法律の制定に伴いまして、ペンチャー企業が

どんどん育つ、いわゆる政策面での支援策が非常

に整ってきたというのが現状であります。政策的

には、今まで非常に規制されていた部分がかなり

緩和されて、ベンチャー企業がどんどん設立しや

すい環境ができてきたというのも事実であります。

(OHP12) さらに特許庁はこれもご存じのとおり、

特許流通化促進策として、休眠化した特許をいか

にペンチャー企業や中小企業に流すかという事業

に予算をつけたわけです。その内容は、研究機関

とか大学が保有している、または特許保有企業が

特許流通フェアを通じて特許を導入する企業に、

(ここでは中小企業とかベンチャー企業というのを

念頭に置いているわけでありますけれども)、有効

に流れるような仕組みをつくろうということで、

特許庁が中心となって各地で特許流通フェアを開

催しています。そのポイントは、特許を導入した

い人と特許を開放したいという人たちをうまくマッ

チングさせることにあり、そのために国としても

お金を使おうという流れがでてきたととを意味し

ます。

本日の本題であります大学という観点からいき

ますと、平成9年の 3月、実際にスタートしたの

は平成8年の 6月だったと思いますけれども、文

部省の中に産学の連携協力の在り方に関する調査

研究協力者会議ができました (OHP13次頁)。ここ

で実際に検討したのは国家公務員の規制緩和の問

題です。一応、私もこの会議に参加しておりまし

EAJ Information N 0.81/1999年2月 11
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:産学連携の系譜 (9年 3月以降)

年 月 日 肉 停官』

平成 9年 3月 文部省産学の迅UI.協力の在り方に関する翻査研究協力者会強まとめ

文部省迅速改正〈共同研究規制の緩和、研究成果活用の円滑化)
地蟻産業集積活性化法制定

4月 教育公務員特例法改正(研究休職における不利益是正)

j是京公募型研究委提費(科、文‘通‘農、厚、郵、運)
1也i或コンソーシアム研究費託費 (NEDO)
特許涜通アドバイザ一派遣事業
共同誌験研究税制(共同研究経費の誠税措置)

6月 大学の教員等の佳期に関する法俸制定(佳期付任用制の導入)

産学の速慌・協力の推進に係る関係省庁舎識(文、過ほか関係10省庁)

7月 国際的に通用するエンジニア教育検討聾員会{工学教育のアクレディ予ーション導入の検討)

9月 インターンシップの推進に当たっての基本的考え方公表(文、通、労}

1 1月 産業情造審措会総合部会基本問題小委員会緊急提言{産学官連携施策の総合的な推進を提宮)

1 2月 学術審議会建結(学術研究における評価の在り方について)

規制緩和小委員会{教育WG)報告
平成10年 2月 インターンシップモデルプロジェクト(中部地峨)

3月 文部省産学の迅携・憶力の推進に関する飼査研究協力者会結まとめ

私立大学と民間企業等との共同研究等に係る規約等の参考倒捷定
4月 大学の受民研究費の予算科目の統合〈執行時の自由度の拡大)

大学連出産業科学技術研究開発プロジェクト (NEDO)
キャンパス・インキュベーシヨン

5月 文学等技術移転促進法制定 (TLOへの支揺及び特許料の特例)

研究交涜促進法政正{固有地の廉価使用)

地域イン歩ーンシップ全国連絡会組及びシンポジウム
6月 文学審括会 (21世紀の文学flと今後の改革方議について)中閉まとめ
8月 大学等技術移転促進法施行

て、 1年間の討議の結果、国家公務員の規制緩和

についてまとめてまいりました。その後に、第2

年目として産学の連携協力の推進に関する調査研

究協力者会議が関かれまして、ここでTLO、すな

わち、テクノロジー・リエゾン・オフィスに関し

ての議論を 1年間続けてまいりました。それが先

ほどの、いわゆる TLO法案と言われております、

大学からの技術シーズを民間に有効に流すために

はTLOを全国に設立すべきであるという法律とし

て制定されたわげであります。

それ以外にも、これらの流れの中で、文部省も

まさに晴天のへきれきと言えるほど、いろいろな

新しい改革を続げてきているわげであります

(OHP14)。第1回目の委員会でポイントになりま

したのは、今お話ししましたが国立学校教官の兼

業緩和であります。実際には、今までですと先生

方が企業に出向いて研究するということは基本的

には国家公務員法からいうとできなかったのです

が、これからは大学の先生方が企業で共同研究を

することも OKという形にしたわけであります。

すなわち、今までは企業が大学に行って研究しな

ければいけなかったという形が、これからは大学

12 

OHP 14 

文部省における検討

-国立学校教官の兼業緩和

・国立学校教官の企業での共同研究

・民間等への研究者派遣時の不利益見直し

(共同研究休職時:退職手当の在職期間通算etc)

・発明の取り扱い

・知的資産/人的ネットワークの充実

・リエゾン・オフィス設置の検討

の先生が企業の研究所に行って共同研究をしても

よろしいという形をつくったのです。

それと同時に、若い先生に期待しているのです

が、例えば、休職して民間で研究をした場合に、

上限は 5年ですけれども、 5年後に大学に戻った

場合には、今まではその休職期間というのは実際

の退職金算定のときに 2分の lしか算定されなかっ

た。それを何とかしてほしいというお話がありま

して、退職手当の在職期間の通算、すなわち、休

職期間中も大学にいたものとして認めるという形

での法改正もしたわ砂であります。



金支術移転ジ

OHP 15 

人当乙から産業界への全だ術移転の促進

置

情報

措援支的

シーズ集作成・成果のDB化

公

言龍

5早

(
ベ
ン
チ

人材・新技術・新鋭思

ライ.センシング

技芥鵡導

コンサルティング

村ン'/~À・インキュ

ヘ~"1ョン

研究成果の発掘・評価

ノウハウの提供

事業化に向けた掬司事院

匡ヨ

~と

ちキムー

.TI: 

ヤ

l
企

業

・

起

業

家

)

大浮等の施設・設備の提供

ブてこ

学

・

研 施設廉価使用

実脳中臥等の還元資金

多毛
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Ivc・投資事業組合

による投資

地元経済界・第三セ t

クターによる援助 | 



特に、第 1回目の産学連携の在り方に関する会

議では、この OHP14の4番固までの討議が終わり

ました。ここで発明の取り扱いというのは、基本

的には昭和54年の学術審議会で、日本の国立大学

の場合には、知的所有権の大部分は教官個人に属

するという形が決まっておりましたので、今回は

そのままの形で進めたということもあり、第 1回

目では実際に 4点の議論を中心として終わりまし

た。第2回目の会議では、これ以下が積み残しと

なりまして、 2年目の会議で以下の部分を集中的

に検討してきたわけであります。その結果として、

先ほど言いました大学技術移転促進法が制定され

ました。以下の産学協力の基本的な考え方は文部

省がつくった資料でありますが、これからは研究

を通じて世界に貢献することを考えなければい貯

ないという ζとで、産学協力は非常に大きなメリッ

トがあるということを強調しています。これは大

学にとってもメリットがありますし、産業界にとっ

てもメリットがある、この流れをとにかく大きな

ものにしようという考え方で会議を進めてきまし

た。

そのポイントを述べますと、いかに国公私立大

学から産業界、ここではペンチャー企業、起業家

というふうに書いてありますが、実際には大企業

も含めてでありますが、いかに流れをつくるかと

いうことをいろいろ議論したわけであります

(OHP15前頁)0 1つは、大学にあるシーズがよく

わからないということで、シーズ集作成やデータ

ペース化を進め、技術情報をどんどん民間に流そ

うということ。研究成果の発掘や評価、ノウハウ

の提供と事業化に向けた共同研究を目的としてラ

イセンシング、技術指導、コンサルテーション、

そして、キャンパス・インキュペーションを行な

い、人材や新技術、新製品を民間に流す、このよ

うな大きな流れを作るべきではないかということ。

さらに、大学等の施設設備を提供して、次々とペ

ンチャー企業が設立される素地を作るべきという

点も述べています。これらが実際に動くと実施料

収入等が還元されて、大学にも資金が回ってくる

という流れができる、これがやはり重要ではない

かということで、このために必要な施策というも

のをずっと考えてきたわけであります。

14 

(OHPI6)その結果として例えば、研究のため

に企業に来てほしいという企業の声があったとき

には、大学の対応としては、企業でも大学の先生

が共同研究できるようになりました。技術指導を

日常的に受けたいというときには先生のコンサル

ティング兼業が解禁になりましたというような形

で、いわゆる中小企業にもちゃんとわかるような

形で10の施策が考えられ、そのおのおのが、法改

正や通知改正等を経て、実際にスタートしました。

このような流れを文部省が中心となりまして作っ

てきたわけであります。

それ以外に、キャンパス・インキュペーション、

すなわち、大学のキャンパス内に施設をつくって、

その中でベンチャーを育てるということも (OHPI7

16頁)。重要だという意見が皆さんから出まして、

では、そういうものをつくってみようということ

で、現実に東北大学に未来科学技術共同研究セン

ター、それから、東京工業大学の中にフロンティ

ア創造共同研究センターができました。ここにベ

ンチャーも含めて民聞が入ってきて、一緒になっ

てキャンパスの中で新しい技術のインキュベーショ

ンをしようということも、実際にスタートした訳

であります。また、もう皆さんご存じかとは思い

ますが、私学の方でも学術フロンティア推進事業

がスタートいたしました。私立大学も共同研究推

進センターを整備して、その中で産官学の連携を

やってくことを目的としております。国立大学に

関しましては、全国の51大学に地域共同研究セン

ターあるいは、共同研究センターがもう既にでき

ております。民間との窓口にこれら共同研究セン

ターがなりまして、学内を取りまとめて、民間企

業との研究、共同研究、受託研究をやっていくと

いう流れが 1つでき上がっています。

このような流れが実際にはほかにもいろいろご

ざいまして、インターンシップの推進、ベンチャー・

ビジネス・ラボラトリーにおいて、ペンチャー・

ビジネス教育を行なうというプロジェクトもでき

たわけであります。このような流れの中で私ども

が中心になりまして、先生方のシーズをベンチャー

育成につなぐ目的で、北海道大学と筑波大学に

ファンドを作りました (OHPI8，1917，18頁)。北

大の場合はアンピシャス・ファンドと呼んでおり
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くインキュベーション 〉
ン CDネ誇第ミンキュハミーショペ'二//守 3之、ニトャ

o ， t ub  c n g ε:; 乙J n 

国立大学/打ンItA・インキ zベケョン 界業

a 

産

研
究
委
託

NRDO:新エネルギー・産業技術
総合開発機構

要 |新規原理・ i新技術
費 |法則の発見 j製品創製

省部文

平成 10年度概算要求
0 東北大学:未来科学技術共同研究センター
0 東京工業大学:フロンティア創造共同研究センター

〈参考)

研究分野及び期待される効果の例

新築・高機能食品の開発・実用化

介護ロポット等の開発・実用化 i 
i超集積半導体等の開発・実用化

t移動体用高性能独立電源の開発・実用化

バイオイン7tマテ4~ÃJ 1¥，イオプロセス・システム

報|適応システム，脳情報管理

質ドJ/マイ知システム，物質機能設計

境|未来環境創製
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〔北大アンビシヤスファンド イメージ図:

• • • • • •••••••••••••••••• • • 

j即断スファンド
J ・. 償資事鱒合:.~~/: ': 
毘ま667:--688

m高融行組合員

'jt海道JAFCO••••••• ••••••• 

(注)
減クリエイティプ協:平ñi7年度に北~適温度局が区立した道内新銀事策支E亘書Sの連絡協限会で.北~道毒事の行至宝綬関.公段箆量史研究領民.

北海道経済連合会等の団体及び金属生復関等49縄開tJt讐却している.

正三主名称lζ「クリヱイティブ北海道錐進協償金J.

*21フ:;ーラム:IjZñi8年度に.北海迫大学先鍵粋学祭術共同センターの策F曹を支当直するために銭立Eされた外罰窃体による逮~包思会.
逮盆会担鍋底員としては、北大.遺産局.北海道.札幌市.北東公庫、ゴヒ湾遺径済連合会.

正三三名称leH21t主記産Jit護霊フ方ーラム'96J.
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筑波先端技術投資事業組合

出資者 i 出資者 i 

筑波ファンド
(出資総額11億円)

JAFCO 
(業務執行組合員)

¥ 
成長支援

¥ 

Eり

出資者

筑波大学
教授および研究者

TARAセンター
(筑波先端学際領域研究

センター)

ますけれども、乙れは北海道地域にある大学で出

てきたシーズを使って、そのシーズが実際にベン

チャー企業を起こすような内容であれば、この北

大アンピシャス・ファンドから会社設立とか研究

開発のお金を出資するということを目的にして設

立したファンドであります。このファンドの特徴

は、ただ単にお金を出資するというだけではなく

て、筑波ファンドも基本は同じでありますけれど

も、実際にその技術を評価いたしまして、本当に

ペンチャー企業設立につながる場合にはこの筑波

ファンドから投資をして、ベンチャー企業を育て

るという流れを作りました。

それと同時に、特許の取得に関しましては、先

ほど言いましたように、日本の場合は国立大学は

大部分は教官個人に帰属するわけでありますげれ

ども、その特許料lっとりましでも圏内出願だげ

ですと60万円ぐらいで済むわ砂でありますが、海

外まで出しますと数百万、多いものですと 1千万

円ぐらいかかってしまいます。先生方がポケット

マネーで特許料を払うということはもうほとんど

不可能でありまして、本当にいい特許であれば、
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このファンドが特許料を実際に出そうということ

を考えております。こうしないと、実際には、大

学の中のシーズは特許を取る l点だけでも先生方

が特許取得費用に悩んで、結局は学会で発表して

終わりにしてしまうということが起きるわけであ

ります。この点を考え、ファンドを利用すること

によって特許の取得からベンチャー設立までがで

きるという形を整えたわけであります。

一方、いわゆる TLOが次々とでき初めていると

いうのはこのごろの新聞紙上でもご存じのとおり

であります。 OHP20はテクノロジー・プッシュ型

といいまして、東大の先端研にできましたキャス

ティーがその例となります。これは大学の先生方

がポケットマネーでいわゆるリエゾンの株式会社

をつくり、技術審査をするという形をとり、実際

に、いい技術に関しましてはこのリエゾン・オ

フィスが管理をして実施企業に許諾するという流

れが、いわゆる TLOの1つの例としてできまし

た。大阪の科学技術センターなどはこれとは

ちょっと違った流れを持っておりまして、いわゆ

る技術コンサルティング型の TLOを目指してお
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議~云宅F伊~J II 者汗ヲ宅雫雪主三当事コ~王に くラ=ークノロジー・ プッシュ塁包〉

QHP 21 

大 J“' 手:

大学(研究者〉

技術移転機関

@滑許出願

企 業

実施企業

⑦事業化

蓄財考例E 生長1司窃干多宅建菩1#-用完売式 〈主支制守コンそナノレラL イ ンク室温〉

大
~ι 
寺ー

②専門家の受入

大学(研究者〉

①技術移転契約

@持許j-ïィネ-~

@滞?究費逝元

③研究成果

技術移転機関

リエゾン

@精針・出願

企 業

⑤実施許諾

@実施料等支払 実施企業

⑦事号題化

⑥共同研究の斡旋等

事業化に向けた大学との共同研究等の謝温
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OHP 22 

各大学の状況 (1998年9月16日現在〉

東京大学 -株式会社先鰯科学技術インキュペーションセンター〈略称 CASTI)を

8月3日に資本金 1.600万円でTLOとして設立した.

-株主は先鋪科学按術研究センターの教官が中l白。

-社長は日本経済研究所理事長梶田邦孝氏。

-運嘗費用は、年会費500万円で企業を20社程度募集して充当すると

している。

東北大学 -未来科学技術共同研究センター〈略称NICHe)が7月に設立。

阿部総長、四ッ柳セジター長、西津教授のラインで産学連擦を鍵進。

-西津叙慢が中I~\となり、 TLO を設立準備中。

東京工業大学 -フロンティア創造共同研究センターが4月に開設.

清水センター長、嫁本数践を中山にTLO設立を犠討中

〈公益法人または株説会社)0

• TLOを「知的創造サイクルJを確立させるための大学のインフラと

レて位置づけている.

北海道大学 -先鏑科学按術共同研究センター〈略称CAST)を中山に産学連憶を推進.

1997年1月に北大?ンピシャスフアジドを段立.

-学内に産学連慢の共同施訟「フュージョンセンター」設立予定.

筑波大学 • TARAセンターを中Iωに産学連憶を推進.

1997年6用に筑波先蹄技術投資事業組合を設立。

-曹に学長が交代レたことに伴い、大学側の受入態勢の再構築を模索中.

早稲田大学 -アジア太平洋研究センター学外連健推進室が、大和語努グループ

〈大和総研が中邸〉と技術移転専門ファジド〈早稲田・大和TLO

パイロットファンドを7月に設立.

-学内研究成果をペースとする特許ビジネスの展開をねらう.

慶際大学 -技術移転支健室を中山に学内組織とレてTLOの立上げを計画.

将来は株式会社形態ち視野に入れる.

-穴学保有の知的財産を通じて塑員企業との関係強{じをねらう.

-理工学部中島真人数慢が中山メンバー.

日本大学 . 11月をめどに学内TLOの設立準備をすすめている.

〈すでに準備室を5月に発足させている〉

-来年以降株式会社化と投資事業組合の設立を様討する.

東海大学 -研究推進本部を中。に学内組織で産学連憶をすすめている.

TLOの設立は計画していない.

名古屋大学 -名古屋大学技術移転の促進に関する倹討委員会を今年度訟置.

• TLOは既寄の公益法人の利用を検討.

-ペンチャーキi'ピタJDが窓立する投資事業組合との連擦を計画.
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立命館大学 -関西TLO捺式会社の訟立を予定 (10月 1日)0

京都リサーチパーク (KRP)内に、資本金2.∞o万円〈立命館大学、 KRP、

大阪中小企業役資霞成株読会社、京都大学教富融資〉で設立を目指す.

-運営費用はtoo社程度の会員を集めて会費収入で賄う予定.

大阪大学 -先錦科学技術共同研究セジターが中砂になって篠討中.

九州大学 -九州大学産学連縫縫進機構〈略称BLO)を7用に設立.

先錨科学技術共同センター、ベンチャービジネスラボラトリー、各部局・

研究者の代表者からなる連絡会議。. 
-九州地鼠は、九州大学、九州工業大学、九州芸術工科大学、佐賀大学の

共同研究センター長が97年11局以来10回の私的勉強会を聞いて犠討.

大学連縫製TLOの構想により、福岡市にある既寄の公益法人の事業の

一部としてすすめることを検討.

-上記の検討過程では、九州通産局が一枚か九でいるとみられ、対文部省

との関係が懸怠されている.

横浜国立大

電通大

東京農工大

ります (OHP2119頁)。すなわち、技術コンサ

ルをしながら、シーズのあるものについては技術

移転をするという流れで、現在、 TLOの設立に

向けて準備を進めております。

現状ここに書いてありますような大学が次々と

TLOの設立に向けて準備を進めております

(OHP22)。東京大学は 8月3日にキャスティーと

いう会社をつくったわけでありますが、先端科学

技術研究センターの教官が中心になりまして株を

持ちました。実際に運営費用は年会費500万円で企

業20社程度を募集して充当するということ。また、

東北大学は先ほど言いました未来科学技術共同研

究センターが母体になりまして、今年の11月に

TLOをつくるべく進めております。そのほか東京

工業大学、北大、筑波、早稲田、慶応、日犬、東

海大学、名古屋、立命館、大阪、九州大学などが

実際に TLOの設立に向けて進んでいます。話だけ

ではありますけれども、横浜国立大学とか電通大、

東京農工大学などもリエゾン・オフィス設立を目

指しているという話もあります。

今ぎっと駆け足でお話ししてきましたように、

この数年間だけ見ましでもいろいろな意味での支

OHP 23 

ベンチャー企業に期待される技術者像

φ アントレプレナー・シップ(起業家精神)

・経営感覚(マネージメント、コスト意鵬・・・)

φ 時代(技術)の流れを読み、その流れについていけるフレキ
シプルな頭脳

φ 目利きのできる人材(センス)

・社内、社外でのコーディネイト能力

φ 創造性

φ 交渉力

-グ口ーパリゼーションに対応できる能力

援システムの構築が進んでいます。では、現実に

ペンチャー企業が日本の中で設立されているかと

いうと、実は、期待されたほどに設立されていな

いという現実があるわけでして、これが一番大き

な問題であります。そこで一体何が問題なのか、

これはまた大学の役割にとっても非常に重要な点

でありますが、やはり人がいないということが一

番のポイントになります。実際に、いわゆる欧米

型のベンチャー企業をつくるとなりますと、やは

り、それに適した人がいないとそんな簡単に会社
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というのはできないわけでありまして (OHP23前

頁)、アントレプレーナーシップを持つということ

だけではなくて、技術者であってもマネージメン

トとかコスト意識を持っている人がいなければい

けませんし、ある意味で、技術の流れを読んで、

その流れに対処して新しい製品開発を考えていか

ないといけません。そういう意味では技術の目き

きのできる人聞が必要ですし、さらに社内外での

コーディネートをできるような能力を持っている

という人々。それから、やはり創造性とか交渉力、

そして、今後はグローパリゼーションに対応でき

るような人が絶対的に要求されるわけでありまし

て、こういう能力を持っているような人々が必要

となります。勿論l人ですべての能力を持つとい

うのは難しいわけでありまして、アメリカなどで

も、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー (C

FO)、チーフ・サイエンティフィック・オフィ

サー (CS 0)、それからチーフ・エグゼクティ

プ・オフィサー (CEO) というような人たちが

チームを組んで会社を経営しているわけで、そう

いう人聞が日本に育たないと、一生懸命外堀を埋

めても、実際にはペンチャー企業ができてこない

という状況が起きます。今日本の中でジレンマに

なっているのはこの点ではないかと思います。

この観点から見ますと、やはり日本の大学がシー

ズを出すだけではなくて、さらにこれらの人材を

育成するという意味でも、重要なポイントを握っ

ているということがわかります。現実には残念な

がら日本の大学の先生は、 9割方はこれらについ

て全く関心がありません。むしろ足を引っ張るほ

うが多いのが現実ではないかと思います。その原

因の 1つとして、今までは特許を幾ら取っても、

実際に先生方の研究業績には反映しないというこ

ともあり、あまり興味を持たなかったということ

があります。もちろん、すべての先生方がペン

チャーや産業界と関係するような応用研究だけを

やるということでは困るわけでありまして、こつ

こつと基礎研究をやる先生方がいることは必要で

す。文部省自体も、実際に教官全員が応用研究の

みに目をうばわれたら日本のサイエンスはつぶれ

てしまうと考えております。少なくとも全体の 2

割位の先生だ貯でも産業化に対して興味を持ち、
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自分の研究が製品化につながる可能性がある場合

にはシーズを提供するという、ちょっとした試み

をしてくれるだけでも日本の中にはいろいろなシー

ズが出てくるだろうということを期待しているわ

げであります。現実に、政府は今一生懸命以上の

ような形で支援策をつくっていますが、今後、そ

の中で、やはり大学の先生方がその気になってサ

ポートしてくれるということが、教育の面、新し

いシーズの面で実際のベンチャー育成につながる

のではないかと思っております。

司会 どうもありがとうございました。それで

は、ご質問を受げたいと思います。

植之原 NECの植之原でございます。

今いろいろご説明いただいて、外堀は一時埋まっ

てきたけれども、実際ベンチャー・ビジネスはス

タートしないと。そういう中でいろいろ意見が出

ているわけですが、日本の場合には、やはり国が

相当力を入れなきゃ動かないんじゃないかという

意見を出す人がいるんですが、私の考えでは、国

が幾ら旗を振ったってペンチャー・ビジネスとい

うのは出そうにないと思っておりますが、先生の

ご意見はいかがなものでございましょう。

大滝基本はアメリカ型の、いわゆるシリコン

パレーにあるようなペンチャー企業というのだ貯

を日本で育てようと思っても日本ではできると思

わないんですね。やはり日本は今までの長い風土

があるわザですから、日本型の、ペンチャーと呼

ぶのがいいのかどうかというのがございますけれ

ども、やはり、日本に合ったペンチャー企業とい

うのをつくっていかないといけない。

そうしますと、今日はちょっとお話ししなかっ

たんですけれども、やはり幾つかのタイプに分か

れるんじゃないか。結局、日本の場合は知的所有

権、それから人材すべてが大企業さんに非常に依

存しているというか、非常に集中しているという

流れがあるわけです。現実には、今までほとんど

ペンチャー企業というのはなかったわ砂ですから、

そういう中で、じゃあ大企業さんがペンチャー企

業の生み手になった方がいいんじゃないかという

こともあるわけです。もちろん、社内ペンチャー

という形でやってきたじゃないかというお話が出

てくると思うんですね。但し、基本的には、結局、



やってきたけれどもみんな失敗しているではない

か。だから社内ベンチャーはだめだという考えが

世間で渦巻いているわ砂であります。現実には今

までのものは、例えば資本金にしても大部分は大

企業さんが全部面倒を見て、人事制度、菓議制度、

給与制度もみんな親会社と同じ仕組みのままやっ

てごらんという形で進めてきたわげですね。です

砂れども、実際にそれをやらされた人聞にとって

は、あまりインセンティプがないような状態でやっ

てきた。結局、成功しでも給料は変わらないとい

うことがあるわけです。むしろ日本でペンチャー

企業を育てるには、幾つかのポイントがあるわけ

ですが、大企業さんからサテライト・ベンチャー

みたいなものができるべきだと私は数年前から考

えておりまして、幾つかの企業さんにはお話をし

ております。すなわち、大企業さんは20%から

30%、連結決算の問題もありますので、できれば

19%ぐらいまでしか出資はしない。実際にスピン

アウトした人たちに、外から80%を自分達で調達

させる。今は、公的資金とか、ペンチャー・キャ

ピタルのお金がジャプジャプ余っているんですね。

資金調達もしやすい状況になっていますから、そ

ういう人たちが自分のカで外部から資金調達をす

るような形をつくってあげる。そのかわり給料も

自分たちで決めていいし、人事も自分たちの考え

方でいいとo かつ、ストック・オプションももらっ

ていいという形にして、実際に公開までもってい

かせる。今、例えば東京庖頭を見ますと売り上げ

が大体30億円、実際にはもう20億でも公開してい

る企業が出てきているんですげれども、 20億ぐら

いの売り上げで経常が2億、 3億で公開できるわ

けですね。その程度のシーズというのは大企業さ

んはいっぱい持っているんじゃないか。むしろそ

ういうものは持っているけれども、これはだめだ

ということでお蔵入りしている中に、いっぱい良

いシーズがあるんじゃないかと思うんですね。逆

に言うと、大企業さんがお蔵入りさせているテー

マの中には、東京庖頭に公開できるような企業の

芽が数多くあるにもかかわらず、どんどんお蔵入

りさせてつぶしちゃっているんじゃないかという

ふうにも思うわけです。逆にそういう考えから見

直すと、例えばNECさんだったら何百個と持つ

ていらっしゃるんじゃないのか。そういうものを

うまく、ただペンチャー企業にくれてあげるとい

うことではなくて、 19%なりを資本出資して、そ

れで一応ひもつきにした状態でフリーに開発させ

てあげる。そうすると、そういう人たちは会社を

公開までもっていけば、先ほども言いましたよう

に、何億から数十億円という単位のキャピタルゲ

インを得ることもできる。現状を見ると、失敗し

てもいっちょ賭けてみるかという若い人が非常に

増えているわけですね。むしろそういう人たちに

技術シーズを預けてみる。それで、実際には緩い

ながらもひもつきの形で、大企業を中心としたサ

テライト・ペンチャーをどんどんつくるというこ

とになりますと、大手の企業さんだったら100社ぐ

らい簡単にできちゃうんじゃないかと思うんです

ねo

結局、ペンチャー企業といっても、 1社、 2社

日本につくっても、新産業創出にはほど遠く、雇

用吸収にも寄与しないわけで、私自身は、やはり

ベンチャー企業群をつくらないと意味はないと思っ

ているわげです。先ほど言いましたように、バイ

オに関してはアメリカは1，500社ありますので、日

本は最低その半分の700社程度つくるべきと言って

いるわけです。数百社というものがどんどんでき

てこないと、実際にはインパクトは少ないわけで

すから。その場合に、日本で一生懸命アメリカの

シリコンパレー型のベンチャーをつくれと言った

らこれは無理だと思います。そう簡単には出てき

ませんo やはり、寄らば大樹で、大企業にいたほ

うがいいわけですから。但し、ベンチャー企業を

育てた結果としてそれなりのインセンティプが与

えられるということになると、今の若い人たちは

我々の世代とはかなり違ったマインドを持ってい

ますので、やってみたいという人も非常に増えて

いるのも事実です。日本で一番ベンチャー企業を

輩出する土壌というのは、僕は大企業さんが持っ

ていると思います。

一方、大学からのシーズというのは、実を言う

と製品化までにはほど遠いものが多い。ですから、

手間暇をかけないと本当の意味で製品化まで育た

ないという非常に難しい分野であります。例えば、

l個の基本特許を取ったからといって回りの周辺
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特許を全部抑えられてしまったら、もう手も足も

出ないわザです。大学の先生方に周辺特許を抑え

る研究を全部お願いします、と言ってもこれは無

理なわけです。今後、 TLOが続々と設立される可

能性が論じられていますが、アメリカでも実際に

ハーバード大学とかスタンフォード大学、 MITな

ども、 TLOが実際に食えるようになるためには14

年聞かかっているんですね、黒字化するためには。

日本の中でこの TLOをすぐつくったから、すぐに

大学のシーズでベンチャーがつくれるとは思えな

いわけですね。やはり、 10年から15年という中長

期を考えた施策として、今回スタートするんだと

いうことを理解すべきではないかと思います。

それから中小企業ですね。地方の中堅中小企業

の中にも確かにいい技術を持っているところがあ

りますので、そういうところをコアにしたベンチャー

企業群設立も必要と思われます。それから、もち

ろん大学や大企業からスピン・アウトしたアメリ

カ型のペンチャー企業もあってもいいと思います。

私は実際には、このように 5つのペンチャー企業

群に分類して、それぞれに違った支援策をつくっ

ていかない限り、ベンチャー育成は難しいのでは

ないかと思っています。

これはやはり民聞が中心になって、それを自分

たちでオーガナイズしていかなげればいけないと

思っています。民聞が、今こういう大変な時期で

はあるけれども、自分たちの生き残りの為にもベ

ンチャー企業育成は実際に重要なわけですね。先

ほども言いましたように、ペンチャー企業に、少

人数で集中的、効率的に研究してもらい、その結

果を大企業がライセンス・インするという流れが

確立し、足元に1，000社のベンチャー企業群があれ

ば中にはいいものがあるわけですね。大企業さん

はそれをずっとウオッチングしながら、いいもの

は適時ライセンス・インしていくと開発戦略もか

なり幅広くなるのではないかと思います。自社の

研究所のサテライト・ラポを持ったというぐらい

のつもりで、ペンチャー企業を育ててくだされば、

これはこれで大企業さんにとってもメリットがあ

るんじゃないか。このような意味で、やはり人材、

知的所有権を最も豊富に持っている大企業さんが

動かない限り、日本では数多くのベンチャー企業
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はできないだろうなというのが私の意見です。

司会ほかにいらっしゃいますか。どうぞ。

三井東京電力の三井ですけれども、ファイナ

ンスの面から見て、北大や何かにそういう基金を

おっくりになったというんですけれども、アメリ

カの場合は、今、成功された幾つかのペンチャー

企業のお話をされましたけれども、その陰にはた

くさん失敗しているのがあると思うんですね。そ

ういうところにアメリカでそういうベンチャーに

投資をするファイナンス、失敗した場合にアメリ

カではどういうふうにそれをされているのか。あ

るいは日本ではこれから、例えばジャフコなんか

では具体的にどうされようとしているのか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。

大滝 ご質問に対する回答者として私はあまり

適切な人間ではないのですが、たまたま私もアメ

リカ、ヨーロツパで約100社の投資をやってまいり

ました。但し、バイオに関しては実はあまりつぶ

れるという例がないのです。ハイリスク、ハイリ

ターンだからつぶれるところも多いだろうという

ことをよく皆さんから聞かれるんですね。もう 10

年間投資に携わっているのですが、実は、約100社

の中で実際に今までにつぶれたのは、 3社しかあ

りません。皆さんおのおの独自のオリジナリティー

の技術を持っており、特許を申請あるいは取得し

ていらっしゃいますので、少なくともバイオに関

しては、経営が危なくなった会社も他社に吸収合

併されてしまうケースが多いわけです。その場合、

我々は新しい会社の株をもらいますので、投資の

観点からは投資資金の回収ができます。つぶれる

ということは非常に少ないのです。但し、半導体

とか情報通信は私はあまりわかりませんので何と

も言えません。バイオはなぜかつぶれる会社が少

なくて、失敗例の話をしてくださいと言われでも

あまりないのです。

ですから、一般的な例を申し上げますと、例え

ばアメリカですと資金調達は増資でやっていきま

すから、経営者は、結局、自分で債務保証などを

行う必要がありません。失敗したからといって家

屋敷をとられることはなく、最悪の場合でも自分

の持っているストック・オプションを放棄するか、

株がただの紙になるというだげの話となります。



ですから、二度三度とトライしてベンチャー企業

を設立している人たちがいっぱいいるというのも

事実です。

これに対し、日本の中では今まで銀行を中心と

して、間接金融でやってきましたので、社長の保

証というものを要求されます。この場合、どうし

ても失敗すると社長一家は夜逃げをしなければな

らないということになり、この点を何とか変えな

ければいげないというのはもちろんあるわけであ

ります。やはり、できるだけ資金調達に関しては

アメリカ型の増資で何とか対応してくれるような

社会にしないといけないと思います。失敗したと

いうのも 1つの経験ですから、その人が将来も逃

げ回るようじゃ困るわけですね。アメリカでは失

敗した企業の起業家も、失敗経験というのは非常

に重要な経験を積んでいると評価してくれ、むし

ろ大企業さんなんかも迎えるようなことを私自身

も見ています。さらに、失敗した人たちがまた、

新しい会社をつくるというのも見ています。でも、

結局そこのポイントとはと言えば、やはり直接金

融ですね。増資でやっていくということになれば、

社長に対してその責任というものがそんなにない

わけです。ですから、ベンチャー育成に関しては、

こういうことを普通にやっていげるような土壌を

つくらないと、ちょっと難しいかもしれないとい

うことがあります。

司 会大滝先生どうもありがとうございましたo

まだいろいろご質問があると思いますが、皆さ

んのお話を伺って、最後に時間があればそこでま

たお願いしたいと思います。(拍手)
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米国におけるベンチャー企業と大学との関係

司会 佐藤孝明先生は、現在、理化学研究所に

お勤めですが、 同時にコロンピア大学も兼務して

おられ、日米をまたにかけて活躍していらっしゃ

るという方であります。今日は「米国におけるベ

ンチャー企業と大学との関係」ということでお話

しいただこうと思ってお ります。

佐藤先生のご略歴を簡単にご紹介いたしますと、

大阪大学医学部細胞工学センターの松原教授の研

究室で医学博士をとられて、その後、(財)癌研究

会癌研究所、米国ラホヤ癌研究所を経て、アメリ

カのコロンピア大学医学部へ行かれ、癌の分子生

物学を研究なさっておられます。その専門の領域

で大変成果を上げられ、現在コロンピア大学に籍

を置いていらっ しゃる と同時に、ペンチャーとの

関係もお持ちです。

そして今年から、国の 2つ以上の省庁の間で新

しいプロジェクトを組むという開放融合研究推進

制度ができましたが、このプロジェク トの1つを、

農林省の食総研の方と理研の佐藤さんとが共同で

やられており、そちらでも大変ご活躍でいらっしゃ

います。

米国におけるベンチャーの 1つの生き方、そし

て、大学がどう関与しているかというような面で

のご経験をお話しいただけると思いますし、また、

日本でもご活躍の場を求められているわけですか

ら、日本でどういうふうにしていったらいいだろ
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うかということについても、サジェスチョンをい

ただけるのではないかなと大変期待しております。

では佐藤先生、どうぞお願いいたします。

佐藤 孝明 ご紹介ありがとうございました。

今日は 3つのことをお話ししたいと思います。

まず最初に、 日米の研究システムの比較を少し、

私なりに考えたこと、感じたことをお話ししたい

と思います。先ほど大滝さんの方からお話があり

ましたけれども、なぜ日本の大学などからベン

チャーを起こすような人が出てこないのかという

ことを、アメ リカの大学と比較しながらお話しし

たいと思います。 2番目に、最近、理化学研究所

の方で理研ベンチャーというのが 6つほど認めら

れましたけれども、そのことについてお話しした

いと思います。そのうちの lつが私が関与してい

るザイヤという会社です。最後に、コロンピアの

イノベーション・エンタープライズですけれども、

コロンピア大学の中に特許オフィスとかライセン

シングをするオフィスがありまして、それと各研

究者との関係についてお話ししたいと思います。

では、まず最初に日米の研究システムの比較で

すが (OHPl)、実は非常に極端に違っていまして、

日本は完全な縦型であります。いわゆる年功序列

OHP 1 

日米の研究システムの比較

日本 アメリカ

情造 タテ型 水平独立型

雇用 終身雇用 任期制

評価 なし あり

若手研究者 依存型 独立型

実働研究部隊 大学院生 ポスドク

支援体制 なし あり

車務体制/Administrator System なし あり

研究グラン ト/Aeview System なし あり

研究支援産業 少ない 多い



型、しかも終身雇用です。ところがアメリカの場

合は、私は水平独立型と言っていますが、教授、

助教授、全部対等に話をすることができますし、

医学部の中にあってもそうです。ところが日本の

大学なんかで医学部の先生のと乙ろに「こんにち

は」とか言って行ったら、「おまえ、一体何だ、顔

洗って出直して来いJといわれるわげです。それ

は実は企業の研究者の中にもありまして、部長の

ところに行って、「ちょっとこの菌株が欲しいから

くれ」と言っても「君、顔洗って出直して来いJ

というのがごくごく普通のことであります。実は

私自身、ある企業の中央研究所に 8年ほどいまし

て、会社をスピン・アウトした人間です。要する

に、先ほど大滝さんの方から寄らば大樹の陰とい

う言葉が出ましたけれども、私が会社を辞めると

きには、「寄らば大樹の陰と言うじゃないか」とい

うことで、いろいろな人から「今辞めるのはもっ

たいない、やめてどうするんだJというようなこ

とを言われたのをよく覚えております。雇用形態

は、日本は一言で言えというと典型的縦型である

砂れども、アメリカは水平独立型で、雇用も任期

制で実力次第でどんどん自分の研究スペースを広

げることができる。ところが日本の場合には、ど

んな有名な先生であっても、一度スペースを獲得

すると、隣の先生に、ちょっとのいてくれとか、

隣の先生が全く業績がないにもかかわらず、ちょっ

とどいてくれといっても、それができないわけで

す。ところが、アメリカの場合はそういう人たち

はどんどん首になるわけです。

特に、日米の研究システムの中で非常に大きな

問題だと私自身が思っているのはこの 2点であり

まして、 1つは事務体制、 AdministratorSystem 

です。例えばアメリカだとどこの大学の中にもチェ

アマンというのがいまして、その人の隣にはAdmin-

istratorという非常に優秀な方がおられます。そう

いう方は代々のチェアマンに仕えていて、学部長

とかそういう方と対等に話ができるわ貯です。つ

まり、そういう人がいることによって、研究者あ

るいは研究室レベルと大学の事務との間の確執と

いうのはほとんどなくなるわけです。ところが、

そういうシステムは日本にはありません。日本の

大学の中で一番偉いのはだれかといいますと、学

長よりも事務の局長とか、そういう方の方が多分

偉いんだと思うんです。どんなに有名なサイエン

テイストであっても、事務部門の上の人の方が偉

いわけです。その人がだめだと何もできないわけ

です。ところがアメリカは全くそれが逆転であり

まして、サイエンテイストがこういうことをやろ

うと思ったときには事務が完全なパックアップ体

制を行います。それはアメリカの NIHなどを見て

いても、全くそのことが言えると思います。日本

には、この AdministratorSystemが全くありま

せん。理化学研究所では、将来理研の構想の中に、

このような Administratorを置こうという構想を

持っております。

もう一つ決定的なのは、いわゆる研究Grant

System、要するに ReviewSystemのことで、日

本では全くそういうふうなReviewSystemが今で

もないと言っていいと思います。つい最近になっ

て、いろいろな評価制とかGrantに対して点数を

つけることをやらなきゃいけないということで、

文部省などは今年から点数をつ砂ると言っていま

すけれども、点数なんか全くつけられないんです

ねo なぜかというと、アメリカの Grantというの

は1つ出すのに50ページから100ページ書くわけで

す。とにかく一生懸命仕事をして、データを出し

て、それでもうほぽ完結したというような状況で

出してしまう。それで5年間ぐらいの Grantをも

らうわけです。それにはものすごく細かいところ

までReviewされて、その回答が本人に返ってきま

す。ですから、通らなかった人は、なぜこのGrant

が通らなかったかということがよくわかります。

それに対してさらにデータをつげ加えて来年度出

すということで、 3回ぐらいサイクルしていった

ら大体通るわけです。ところが日本の科研費なん

かはたった 6ページです。だれでも書けます。 1

つの研究室から20も30も出すような研究室がいっ

ぱいあるわけです。そういうことをやっていたら、

実際の Reviewerの人たちは全く Reviewできませ

ん。山のように積まれた Grantを見て、じゃあ何

で選んでいくかというと、大学名や、どこかで見

たことがあるなという感覚で全部ピックアップし

ていくわけです。要するに相互扶助の絡み、有名

な先生方の相互扶助の中に入らないと若い人には
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全くチャンスがなくて研究費は全くとれない。こ

れが決定的な日米の差です。例えば、アメリカに

は、 30代でアシスタント・プロフェツサーあるい

はプロフェッサーになっている方々がおられるわ

けです。あるいは20代でなる方もいるわけです。

ところが、日本などはそういうことはあり得ませ

ん。日本の大学には助手というシステムがありま

すけれども、あれは全くのリサーチ・アシスタン

トであって、アシスタント・プロフェッサーでも

何でもないわけです。要するに、教授と独立して

できるような、そういうポジションは日本にはな

いということです。これはもう決定的な差で、実

はこれが恐らく日本の大学の中でベンチャーをや

りたいという人聞が出てこないということの、 1

つの大きな理由だと思っています。

私の研究室は今1つありますけれども、コロン

ピア大学という名前と場所を借りているだげです。

すなわち、大きなショッピングモールの中に 1つ

小さな底を、佐藤商底というのを構えていて、そ

れでいい仕事をして、いいサイエンスをして、更

に特許を出して、最終的に研究費を獲得するわけ

です。研究費が入ってきたら、大学はオーバーヘッ

ドが入ってくるわ砂ですから潤うわけです。それ

ができない人聞はどんどん出ていかなければいけ

ません。最初のスタートは、日本とアメリカはこ

ういう感じで同じですけれども (OHP2)、例えば

5年たつとどういうふうなことになるかというと、

日本は幾らやっても変わりませんけれども、アメ

リカの場合は、こういうふうにどんどん研究室の

スペースを獲得できますし、また、あるラポは「研

究費が集められないから、あなた、出ていってく

ださいjと言われることになります (OHP3)。ど

んなにいい仕事をしていても、研究費が集められ

ないと出ていかなければいけません。なぜかとい

うと、いいサイエンスをしていたら必ず研究費を

取ることができるのがNIHのシステムで、たとえ

それがペンチャーにつながらなくても、必ずNIH

とか、政府の Grantはとれます。したがって、日

本的にとにかく大学のために働いているからだ、

教育しているからお金をもらって当然だというよ

うな考え方でいると、絶対にベンチャーはできな

いわけです。要するに、アメリカの場合に、なぜ
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OHP 2 

Japan 

OHP 3 

Japan 

U.S.A. 

Q

Q
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U.S.A. 

5 Years Later..... 

大学の先生方がベンチャーを持つかというと、大

学の中でのラボというのは 1つの経営です。大学

からは一銭も給料をくれませんし、自分のスタッ

プに対して、自分のサイエンスで集めたお金でス

タッフに給料を与えるわけです。例えば自分の娘

をいい幼稚園にやりたい場合には、自分がとにか

くいいサイエンスをして、それで研究費を稼いで

こないと自分の給料にはね返らないわけです。ま

さしく、アメリカの場合、大学で研究室を持つと

いうのは、 1つのベンチャーを持つのと全くイコー

ルです。ところが、日本は全く違います。それは

やはり大きな違いだと私は思います。

それで、もう 1つですけれども、日米の差で決

定的なのがいわゆる講座制度です (OHP4)。先ほ

どから何度か言っていますけれども、日本の場合

には、大学に入って、大学院、修士、博士、助

手、こういうふうな 1つの縦社会があります。ア

メリカは先ほどから言っていますが、完全にイン

ディペンデントです。ところが日本の場合には、

、.‘B
E

，

~
 



OHP 4 

学部長

教授

+ 
助教授

+ 
助手

+ 
大学院{博士)

+ 
大学院{修士〉

+ 
学部

講座制度(医局制度)

学部長

蹄時会ポスドク

とにかくアメリカに行って学べということで、博

士号を持った人たちが留学するわけです。そうし

ますと、まず第 1のカルチャーショックがありま

して、アメリカとは何ていいところだと思うわけ

です。 2年ぐらいやって帰ってきてもう一回ショッ

クがあって、日本て何てひどいところだと、これ

じゃ仕方がないなと思って、もう一回辞めてアメ

リカに行とうという人もいるんです貯れども、大

抵の人はそういうところまでやらないで、もうこ

れでいいと安心してしまいます。また何年か頑張っ

たら助手か助教授になれるだろうということで日

本に残るわけです。日本は、自ら何かやっていこ

うというような体制になっていないし、例えばポ

スドクで出ていっていい仕事をしても、帰ってき

てもいいポジションはないわげです。インディペ

ンデントのポジションはないわけです。

自己紹介になりますげれども、私の場合は実は

こういう経路をとりました。お金がなくて大学院

に行げませんでした。それで、ある会社に入って、

会社の中で仕事をさせてもらって、たまたま運よ

く留学しました。一度日本に帰りましたが、これ

OHP 5 

科学技術基本法の主な施策

(平成7年11月15日施行)

・任期付任用制度

任期制を導入、若手研究者の流動可を活性化

・兼業許可の円滑化

国の研究公務員が民間で研究・指導を行う環境を整備

・ポスドク 1万人計画

欧米並みに博士号取得研究者を充実・強化する

・研究支援者の拡充

国立研究機関等で研究者 1人に l人の研究支援者を確保

・職務発明規定改訂

国の研究公務員等への特許権個人帰属のための環境整備

・STAフエローシップ拡充

外国人研究者の受入れ枠を340人から1000人へ拡充

・公正な評価の実施

研究開発課題・機関・研究者への厳正な評価を実施

・多元的研究資金の拡充

公募等による競争的研究資金の大幅な拡充

ではいかんと思ってもう一度米国に戻りました。

今現在コロンピア大学にいるわけですけれども、

じゃあ、なぜこういうふうにやっていながらもう

一回理化学研究所に戻ってきたかといいますと、

コロンピア大学にいるときに、日経新聞に理研で

ベンチャーを始めるという記事を見まして、日本

の中でペンチャーをやりながら、なおかつ基礎研

究ができるのは恐らく理研しかないだろうと思っ

たわけです。それで、非常にいいチャンスでもあ

り、理化学研究所の方で仕事をさせていただくこ

とになりました。

では、そんなに日本は魅力がない所なのか、やっ

ぱりアメリカじゃないといけないのかということ

になりますげれども、実は、私は日本も少しずつ

変わってきていると思います。これは元理研の理

事長であります有馬先生、今は文部大臣になられ

ましたが、有馬先生等の御尽力によりまして、い

わゆる科学技術基本法というのができました

(OHP5)。これは平成7年の11月15日施行ですけ

れども、ここに書かれていることというのは、ほ
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とんどアメリカに倣えというか、アメリカに追い

つけ追い越せということで、これを 1つずつ読ん

でみると、非常にすばらしいことが書かれている

と思います。

ところが、実際には運用はここまでできていな

いわけです。例えばどういうところに問題がある

かといいますと、ポスドク 1万人計画とあります。

非常にたくさんのお金を出してポスドクを増やそ

うとしています。昔は大学の中でオーバードクター

というふうに言われまして、ドクターまでいくと

会社に勤められないわげです。なぜかというとあ

まりにも専門化していて使い道ならんというのが

理由です。実際に、企業の中ではドクターを卒業

して入った人は極端に少ないわけです。大抵つぶ

しがきくだろうということで、最近はマスターの

人がほとんどです。ところが、いわゆるオーバー

ドクターの人たちは職がなかったわけですけれど

も、今はそういう人たちに給料を出そうとしてい

ますが、 l万人といってもそんなにたくさんいる

かというと、私は絶対いないと思うんですね。

あともう一つ大きな問題があって、非常にいい

給料を出し過ぎるために、本来サイエンテイスト

というのはハングリー精神でなければいけないの

に、そういう気持ちが全くなくなってしまう。月

に50万円以上ものいい給料をもらうわけです。ま

だサイエンテイストの駆け出しなのにそれだけの

給料をもらうと、それでどんどん伸びていく人も

いる砂れども、人によっては、こんなにいい給料

をもらえるんだったら乙れは楽だなということで、

かえって悪い傾向になって、インディペンデント

になるという気持ちがなくなる人がいるわけです。

私が一番問題であると思っているのはこの点です。

あと任期制といいますが、これもやはり文部省

等が大きな問題として取り組んでいますが、なか

なか難しい問題だと思います。

それから、 STAフエローというのがあるんです

砂れども、これはサイエンス・アンド・テクノロ

ジー・エージェンシーという科学技術庁の英語の

頭文字をとったブエローシップで、非常にすばら

しいものです。ものすごくいい給料をもらえます。

要するに、この制度を運用して、外国人を日本に

呼んでこようとしていますが、日本に来ていい仕
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事をしようと思うアメリカ人とか外国人なんてい

うのはほとんどいません。特にバイオの分野なん

かでは、日本に来ようなんでいう人聞はいません。

アメリカでポジションをとれなかった人聞が来る

わげです。あとは、これはまたあまりにも給料が

いいものだから、自分はアメリカから、あるいは

イギリスから来たからといって、それでこれだけ

給料をもらっているから、おれたちがよっぽど技

術的にいいんだと思ってしまう。テクニックを見

ていると、実際はとんでもない人間を集めている

場合があります。そういう人たちにビジネスクラ

スの航空運賃を出して、それで往復させたりする

わけです。それぐらいしないと、やっぱりアメリ

カ人は来ないとか、外国人は来ないというのは、

これはまた大変大きな問題です。ところが、こう

いうシステムがあるということで、日本の大学の

中にも世界と競争できるぐらいのレベルの高い先

生方がおられますので、そういうところに来たい

という人が少しずつ増えてきていると思います。

それで、次に、理化学研究所によるベンチャー

企業の設立ということで、理研の坂内理事が中心

になって、理研ベンチャーに対する支援を始めま

した。昔、理化学研究所にはいろいろなベンチャー

があって、とにかく今の日本のスピリットを全部

引き継いできたようなところがあるんですけれど

も、ごく最近はそういうことがなかった。もう一

度昔のように理化学研究所の中で研究成果に結び

ついた、あるいはそういうような特許をペースに

して、とにかくベンチャーをつくって、それを経

済社会の発展、科学技術の振興等の観点から有意

義と認めるものを、とにかくどんどんつくってい

こうということで、今現在6つできております。

その支援措置としては、 1つは、先ほど大滝さん

の方から文部省の場合はこうだと言われましたけ

れども、研究者の兼業許可か認められます。あと、

共同研究における優遇措置もあります。特に、特

許のイクスクルーシプ・ライセンスとか、そうい

うふうなものに関しても優遇しましようというこ

とです。

ここに今、理研ペンチャーとして認められた企

業、 6つほどご紹介したいと思います (OHP6)。

ノてイオの分野では今我々がやっているザイヤと、



OHP 6 

理研ベンチャーとして認められた企業

(株)ザイヤ

(資本金7500万円、佐藤孝明主任研究員)

細胞苑{アポトーシス)関連遺伝子の単庭・同定と、そのatl譲基礎研究開発(アレ

ルギー疾患.自己免疫疾患、中健神経系疾患及び田形担Eなどの治療援}

ワイコフ興業(株)

(資本金5000万円、武内一夫主任研究員)

超音量粒子の分続・計測.ならびに超徴縫子の直径測定差値及び計測データ処理Eシス

テムの製造販売、銭術開発、コンザルティング

LSI等の製造に用いるフォトレジスト材料やフラーレン系有用化学物質の製造販

売.銭術開発.コンサルティング

7*トンチューニング(株)

(資本金1200万円、団代英夫チームリーダー)

高性能レーザーとその応用システムに係わる錐術開発.製造段針錐緑、商品プラン

ニングの提供.並びにそのrl造繕及び製品販売

プレインビジョン(株)

(資本金1100万円‘市川道教チームリーダー)

底活動実時間観察畿盟、脳型コンビュータ関連伎衡の研究閲覧、関連製品の製造.

鰻売

(株)グーンプリヲシ・n・イオテヲ9

(資本金1000万円、林崎良英主任研究員)

バイオテクノロジー.ゲノムテクノロジ一分野の新鐙術.新医務品開発、商品化

(有)ライテックス

(資本金500万円、遠藤勲主任研究員)

自院候義置.電子除器.化学製品.パイオテクノロジー製品及びソフトウエアの研究.

開発、担造・販売.並びにこれらに関するコンサルテーション

あと林崎主任研究員がやっているゲノムの方の、

人の遺伝子の解析技術というのを利用して新薬を

つくろうという会社があります。今ここにおられ

ますけれども遠藤先生がつくられたライテックス、

今これができたばかりでして、これから先これら

の企業のうちどれぐらい上場できるか、こういう

試みは非常に大事だと思うし、これはやはり理化

学研究所だからできたことだと思います。恐らく、

これから先も幾つもいろんな特許等をもとにして、

若い人たちがこういうベンチャーをつくりたいと

いうふうな気概は、理化学研究所の中からは出て

くると思います。

それで、ちょっと話が飛びますけれども、今ま

では日米の差と理化学研究所における取り組みと

いうのを簡単にお話ししましたけれども、次に、

コロンピア大学の例をとりまして、アメリカの大

学は特許とか、あるいはベンチャーということに

対してどういう取り組みをしているかというのを

お話ししたいと思います。

これはコロンビアのイノベーション・エンター

プライズといいますが、まさしく、コロンピア大

学は大学ではありますげれどもエンタープライズ

です。 1つの企業と見ていいと思います。そのコ

ロンピア大学の中に、この CIEというオーガナイ

ゼーションがありますが、これは約15年ほど前に

設立されました。実は、この変革、アメリカの大

学はずうっと昔から今のようなことをやっていた

のではなくて、ある法律があったわけです。これ

をTheBayh-Dole lawといいますが、これがで

きたがために、テクノロジー・トランスファーが

いろいろな各大学から急激に出てきたわけです。

要するに、国家が法律として認めて、それでどん

どん推進していったということです。

その法律というのはどういうものか、ごくごく

簡単にお話ししますけれども、先ほど科学技術基

本法というのがありましたが、その後、今年です

か、去年ですか、テクノロジー・トランスファー

の法律が日本でもできたようですが、それをさか

のぽること約15、6年、もう約20年前に既にこうい

うふうな法律を、アメリカではつくられたわザで

す。これはもともと、発端は戦時中のマンハッタ

ン計画にさかのぼりまして、その当時の、いわゆ

る大学で優秀な連中を全部集めてきて、それでマ

ンハッタン計画をさせたことに始まります。要す

るに、とにかく大学に眠っているような、大学の

中で非常に頭のいい連中を集めて国家プロジェク

トをやろうという乙とで成功したがゆえに、もっ

ともっとそういうことを盛んにさせなきゃいけな

いということでできた法律です。目的は何かとい

いますと、テクノロジー・トランスファー、特許

等をどんどん民間企業にトランスファーしていこ

うというこ bです。

例えばその法律ができた前後でどれぐらいの差

があるかといいますと、今テクノロジー・トラン

スファーをやっている大学の数が、この前の法律

の1980年のときには、アメリカの中にたった25か

ら30ぐらいしかありませんでした (OHP7次頁)。

ところが、 1992年現在で200もあるわけです。パテ

ントの数にしましでも、年代が書いてないですけ

れども、 10年間で4，000ぐらいしかなかったのが、

たった 1年間で1，500に増えています。さらにライ

センシングのインカムも、 1986年度には112の大学
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OHP 7 

Effect of Technology Transfer 

in U.S. Universities 

(米国大学における科学技術供与の効果)

Before Law After Law 

NumbersofUniv. 25・30 200 
engaged in technology transfer (1980) (1292) 

Numbers of Universities 84 139 

appllied for patents (1974・1984) (1992) 

Numbers of paten脂 4，105 1，557 
(1974・1984)

Numbers of Licenses 1，058 10，510 
(1974・1984) (1989・90)

Licensing Income 112 univ. 35 univ. 

(1986，$30 M) (1989・90，$113M) 

Industrial Support 4% 7% 

(1980) (1990) 

でトータル30ミリオンしかなかったのが、これは

法律の後になりますけれども、それからまたさら

に、最近ではたった35大学で113ミリオンというこ

とで、とにかくこの法律ができたがために、各大

学はどんどんテクノロジー・トランスファーとい

うのを、生き延びるためにやったわけです。

では、コロンピア大学のこの CIEというのは、

一体どういうことをやるところかといいますと、

非常にはっきりしていまして、一言で言うと、と

にかく大学で出た特許を実用化するためにできる

だけのサポートをします。それと同時に、このコ

ロンピア・イノベーション・エンタープライズの

オフィスそのものが、それから得たライセンス費

から得たお金で大きくしようとしています。それ

が結局、大学にとってもいいことになるというこ

とです。例えば10万ドル、ライセンシングされる

と、一体どれぐらいのお金がポケットマネーとし

て各研究者に行くかというのを最後にお示ししま

す砂れども、そういうことは日本ではあり得ない

わげです。私も企業にいて幾つも特許を書いて出

したりしました。けれども、個人的に特許収入を
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得たことはありません。

実際の具体的なアクティピティーは、これちょっ

と英語になって申しわけないんですけれども、 l

つは、例えば大学に入るとどういうことをやるか

といいますと、最初にサインさせられます。その

サインがないと、まず大学に入れないんです。何

にサインするかといいますと、大学の中で何か新

しいことを発見したらそれは大学の帰属になると

いう、したがって、発明者は個人であっても、そ

れを発明したものの特許権というのは大学に行く

わけです。日本の場合はそれと若干違うところが

あります。これは決定的な差です。要するに、そ

れにサインしないと、まず大学の一員となれない

のです。そのかわりにこういう CIEみたいなとこ

ろがありまして、パテントとか、これはおもしろ

そうだというものに対してはエバリュエーション

をしていってくれるわけです。さらに、何かおも

しろいものがあったとするとどういうことになる

かというと、その CIEが目をつけて、ビジネスプ

ランを自らつくってくれます。コロンピア大学の

中にベンチャー・ビジネスをつくる最初のビジネ

ス・サマリー、エグゼクティプ・サマリーといろ

いろあるんですけれども、そのペンチャーを立ち

上げるための最初の書類、それを手伝ってくれま

す。なおかつ、どういうことをするかというと、

今度はペンチャー・キャピタルを紹介してくれま

す。次はベンチャー・キャピタルを紹介するだけ

ではなくて、コロンビア大学はニューヨークのマ

ンハッタンの中に、ベンチャーのインキュベーター

を自ら持っていますから、そこにほとんどただ同

然でスペースを貸してくれます。さらにコロンピ

ア大学自身がそのベンチャーの株式を持ちます。

要するに、大学が大学の先生がつくった会社の株

式を持つことによって、何とかこの会社を育てよ

うと、長い目で見てやろうというふうな、いわゆ

るエンジェル的な立場を大学自体がやるわげですo

こういうことはとてもじゃないけれども日本では

考えられないし、理化学研究所がもしそれができ

たら本当にすばらしいんですげれども、大変残念

なことに法律的な問題がありまして、理化学研究

所ではそのイクイティーという、株式を持つこと

ができません。恐らくそういうことをするために



OHP 8 

CIE Industrial Collaboration 

70 active research collaborations 

600 industrial license agreements (since 1982) 

New biotechnology products: 
Tissuc Plasminogcn Activator， Erythropoictin， Growth Colony Stimulating 
Factor， Factor VIIJ， Pulmozyme， Cerezymc and RcoPro. 

Health Care Technologies: 
Ineluding pregnancy Test Kits， Screcning Agents， Pediatric Feeding Solutions， 

Transgenic AnimaIs， Rcagents， Medical Devices and Instruments. 

University laboratories: 
Bcll Geospace， CyberPlus， Cyc1ovision， Daltcx Medical Scicnces， Fifth Gencration 
Computer， GenQuest， MPEG LA， Pharma∞pcia， Phasc 1. Molωlar Toxi∞logy， 

Sy蹴 rnsManagcment Arts， and VIMRx Genomics. 

は法改正が必要だと思います。ところが、アメリ

カではそういうことがごくごく当たり前になって

います。

一体どれぐらいこのオフィスだけで儲かってい

るかといいますと、今現在、各企業と約70のリサー

チ・コラポレーションをやっております。 1982年

以来、約600のライセンシング・アグリーメントが

あります。要するに、コロンピア大学の特許を外

に出したので約600あります。そのバイオテクノロ

ジーのプロダクトの中には、ここに書かれたいろ

んなものがあります (OHP8)。ほとんどが夢の新

薬と言われているようなものです。

それ以外に、これはコロンピア大学の医学部の

場合には、いろいろな診断に使うようなキットを

使ったり、何かデイノてイスをつくったりするわけ

です。実際にここには、 Universitylaboratories 

と書いてありますザれども、今現在、約17のベン

チャー企業がコロンピア大学がつくったベンチャー

のインキュベーターの中に入っています (OHP9)。

そのうちの、ここに掲げたもののいわゆるペース

となる特許は、全部コロンピア大学の先生のもの

です。それをライセンシングして、自ら会社をつ

くって、ほとんどの場合が昔からの知り合いとか

自分のポスドクを送り込むんですけれども、それ

OHP 9 

Companies at Audubon 

(オーテ・ lifン内在籍企業〉

Bell Geospace， Inc. (www.bellgeo.com) 

CyberPlus Corporation (www.cyberplus.com) 

Cyclo Vision (www.cyclovision.∞m) 

Fifth Generation Computer Corporation (www.附 19叩・com)

Genetix Pharmaceuticals 

GenQuest 

Memory Pharmaceuticals Corp. 

MPEG LA， LLC (www.mpegla.com) 

Ontyx (www.ontyx.com) 

Pharmacopeia (www.p∞p.∞m) 

Phase-l Molecular Toxicology， Inc. 

Progenics Pharmaceuticals， Inc. 

SDG Cancer Corp. 

Starion Instruments 

StudioLika Pr吋ectsLab， Inc. 
System Management ARTS Inc. (www.smarts.com) 

XBind 

をやって身内をかためて、それでペンチャーをス

タートするわけです。

今実際にこの Researchrevenueは97年度だけみ

ても、約10.9ミリオン、ライセンスのトータルが

1年 度 で 約50億円、トータル大体270億円

(OHPI0次頁)ぐらいの revenueを稼いでいます。

プライペートな universityの中では、コロンピア

大学は現在アメリカの中では、 1996年では NO.1

です。とにかくこの CIEの取り組みというのは本

当に驚く程、研究者サイドから見ると親切という

か、もう至れり尽くせりのところがあります。

それで、これは実はコロンピア大学の中にある

ペンチャーのインキュベーターなんですけれども、

ニューヨークの中で、しかもマンハッタンの中で

唯一のノ守イオ・ペンチャーのインキュベーターで

す。今ビルディングが2つ建っていまして、その

うち、 3つほどまたつくる予定です。コロンピア

大学の、特に医学部の学部長から私に、とにかく

日本の企業の中でそういう興味があったらどんど

ん呼んできてくれと、これは僕の 1つのミッショ
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Columbia Innovation Enterprise (CIE) 

(J日ンピ 7・イjへ.ーション・エンターjOうイス.) 
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$10.9 million 

License revenue: FY97 

(24% incre舗 eover FY96) 

$50.3 million 

Total Revenues: $270 million 

Number of Active license agreements: 235 

Rank of Columbia Univ.: NO.l 

(among U.S. private universities in net revenues， 1996) 

ンなんです貯れども、そういうことを言われてお

ります。

それでは、なぜあのマンハッタンのハーレムの

真ん中にバイオ・ペンチャーのインキュベーター

をつくらなきゃいけなかったかという ζ とですげ

れども、そんなところにつくらなくたって、芝生

のいい、きれいな見晴らしのいいニュージャージー

の方につくった方がいいじゃないかという意見が

あります。ニューヨーク市とコロンピア大学が考

えたのは、とにかくあのハーレムをまず最初にき

れいにしなげればいけないということで、ビルディ

ングを建てることに決めました。それと同時に、

いつも物乞いをしているような人たちに雇用の機

会を与えるということです。では、果たしてハー

レムの真ん中にそんな企業が来るかどうかという

ことですけれども、できるだけたくさん来てもら

うためにいろいろなオプションをつけました。そ

のうちの lつは、コロンピア大学のスタッフと同

じIDカードが持てることです。ベンチャーの社

員がコロンピア大学の人間と同じ IDカードが持

てます。そのカードを持って、コロンピア大学の

中の図書館、病院、あるいはその辺にあるほとん

どすべてのファシリティーを全部使えるようにし

たわけです。さらに、ペンチャー・キャピタルを

紹介します、特許も出すのをお手伝いします、も

34 

う何もかもサポートするわけです。例えば、クリ

ニカル・トライアルをやりたい、それもサポート

します。そのような非常に至れり尽くせりの状況

をつくって、今現在17ほどの会社がコロンピア大

学の医学部の隣のバイオ・インキュベーターの中

にあります。そのうちの幾つかは、もう既に NAS-

DAQに上場しております。更に、ビジネス・プラ

ンの書き方についても、コロンピア大学のイノベー

ション・エンタープライズが、こういうときはこ

ういうふうに書きなさいというのを全部教えてく

れます。

それで、ちょっと長くなりましたけれども、例

えば、私の研究室で 1つ特許を出して、その特許

を10万ドルでどこかの企業にライセンスしたとし

ます。するとどういうことになるかといいますと、

私が発明者だとすると、 10万ドル入ってきたら 4

万ドルは自分のポケットに入るわけです (OHPll)。

もちろん何に使ってもいいわけです。更に 2万ド

ルは研究室の研究費用として入ってきます。した

がって、 6万ドルは自分の研究室に入ってくると

考えていいわけです。大学の方は 2万ドル取りま

す。最後にもっと、これはかなり効果的なんです

けれども、特許収入を得るとチェアマンが喜びま

す。各部門のチェアマンが喜びます。同じ部の教

授たちに、どうぞ使ってくださいと 2万ドルあげ

ることができるわけです。要するに、いい仕事を

して、とにかく一生懸命いい特許を出してやれば、

自分自身の生活が豊かになるというふうな、いわ

ゆるアメリカン・ドリームに近いことが各大学の

中にあるわけです。ところが日本の中にはそうい

うことは全くないし、そういう風土になるために

は非常に時間がかかると私は思います。

最後ですけれども、私の部屋に来たポスドクに

いつも言っていることですが、アメリカの場合、

今、大体ペンチャーが約1，300社あって、 8万 3千

人ぐらい働いています。その中で、いわゆる新薬

というのは 1年に 1個しか出ないわけです。もの

すごく競争が激しくて大変です。いわゆるサイエ

ンスというのは、今までは純粋なサイエンスであ

るべきだというのが美徳とされていましたけれど

も、私がいつも言うのは、サインエンス・イコー

ル・マネーであるということです。要するに、サ

『

、‘ド，，
、

J
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Columbia University 

ALLOCATIONS (配分額): Total $100，000 

A. Inventor's Share: $40，000 

(発明者)

B. Inventor's Research Activities: $20，000 

(発明者の研究資金)

c. University，s Share: $20，000 

(大学)

D. Departm~nt an~ Faculty Shares: $20，000 

(発明者の所属する学部と教授)

イエンスの前に、お金がないと大学を出ていかな

ければなりません。ところが、そのお金を得るた

めにはやっぱりサイエンテイストとしてのアイデ

アがないとだめだということです。だから、とに

かくいい仕事をするということが、アメリカの場

合にはそれが自分の生活にかかわってくるし、自

分のスタッフにかかわってくるし、スタッフをた

くさん呼んできて、それでどんどん自分の研究室

を広げることにつながるし、最終的にはそれが大

学にとっても非常にいい効果をもたらすというこ

とです。今日言いたかったのは、アメリカの各大

学のいわゆる研究室そのものが 1つのベンチャー

であり、研究室のポスは本当の経営者であるとい

うことで、そういう経営者という意識を持った大

学の先生方が日本の中にも出てきたら、恐らく非

常に簡単にバイオ・ベンチャーというのはできる

と思うんです。あとはその支援の問題ですけれど

も、先ほど話がありましたけれども、政府主導で

やった場合には、恐らく私も絶対だめだと思いま

す。政府のお金をもらってやるのはベンチャーで

はなくて、それは単なる 1つの事業であって、と

にかくそういうふうなお金を使ってやろうという

こと自体がやっぱりおかしいと思う。今はかなり

資金がダブついているというお話を大滝さんの方

から言われましたけれども、私が最初に吉原社長

とザイヤを始めた 3年前は、どこにお願いに行っ

ても、そんなの何だということで、全然資金を得

ることができませんでした。それぐらいバイオ・

ベンチャーをやろうという人たちが少ないという

ことだと思います。

司会 どうもありがとうございました。

質問がありましたら、どうぞお願いいたします。

森森(三菱電機側)と言いますが、質問というよ

りも、アメリカが今こういうことをやっていると

いうのは確かにそうだと思いますが、 19世紀の終

わりから20世紀の初めはサイエンスなんて全然相

手にしていなかったわけですね。ですから、我々

は1つのモデルとして、どうしてサイエンスをこ

んなに重視してきたかということも随分調べまし

た。我々のグループはもう30年以上前から、縦型

に対して横型をやりなさいとか、任期制をやりな

さいとか、ポスドクをやりなさいということを言っ

てきたんですけれども、我々のカが弱いためかそ

ううまくいっていなくて、科学技術基本法にはそ

れからずうっと、名前はキーワードとしては出て

きています。だけど、問題はやはり日本の社会が

そうなっていないんですよ。だからといって失望

するわけじゃなくて、我々はそうやっていとうと

しているんですが、そういうことをやるためにど

うしたらいいかということ。

例えば、申し上げれば、横型のシステムは科学

技術振興事業団でエラートというシステムを15年

前にやりまして、 1つの社会実験をずうっと15年

やってきて、それのリポートも出ています。どう

いう点がまずいかとかよかったかとかですね。

それから、ポスドク 1万人も、私がやっていた

委員会で申し上げたのは非常に簡単で、ポスドク

といっても、オーバードクターで就職先がない人

がポスドクだというような、非常に日本人は誤解

するんですね。要するに、ポスドクにもいいのと

悪いのとあるので、いい方を我々は言っているん

ですよと言っているんですけれども、ともかく 50

万人から60万人研究者がいますね。それの 1%と

いうと5，000人ですか。だから 2%ぐらいでいいじゃ

ないかということで 1万という数字を出したんで

す。

それはもう、行政はそのころはそういうことを

やろうやということを言っていたのでスーツと入っ
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てきまして、基本法にもずうっとそれも出てきて

いますけれども、実際には日本の社会がもっとサ

イエンスを重視して、アメリカのモデルが一番い

いというわけじゃなくて、日本のモデルをつくら

なきゃいかんと思いますけれども、そういうこと

をやっていかないと政治も行政も動かないですね。

だから、政治も行政も結局国民を見ているわけで

すから、国民がそういう意識にならないと、なか

なか本当の力を持ってパックアップしない。した

がって、私はもう20年、 30年の間ずうっとそうい

うことを言ってきたんですけれども、そろそろみ

んな、我々のグループは疲れてきちゃって、この

辺でいいかというふうなことになってきているん

ですけれども。ついでに申し上げると、アメリカ

の世論がサイエンスを本当に大事だと言い出した

のは戦争のおかげですね。これはレーダーから原

子爆弾から全部戦争のおかげでなったので、日本

はそういう方法はとれないと。ですから、別の意

味でもっとサイエンスを重視するということをや

らないと、少なくともアメリカに対抗できるよう

なところまではいかない。私、質問というよりも

コメントです。よろしく。

佐藤(孝)そのとおりだと思います。

司会 どうもありがとうございましたo

森さんにもそういうお話をしていただくとよかっ

たかもしれませんげれども、やっぱり、日本の社

会が科学を大事にするというところが本当に何と

をやり出したのはアメリカの財団です。日本では

トヨタさんとか松下さんがそのぐらいもうかれば

出してくれるんでしょうけれども、日本にそうい

う財団がない。結局それを政府にお金をねだって

いくというような形になっちゃうと思うんです。

その辺は私がまとめたのはなくて。ぽつぽつとい

ろんなところにいろんなことは書いてきておりま

すし、今のポスドク l万人も、未来工学研究所の

委員会で私が委員長であったのが科学技術庁か何

かへ出ていって、それを科学技術庁が採用して科

学技術基準法に入ったというような形になってお

ります。

司会 どうもありがとうごさいました。

ほかに、どなたかいらっしゃいますか。

植之原 NECの植之原です。

ご説明があったように、アメリカのかなり優秀

な大学では大変いろいろな支援体制ができている

のに対して日本は全くないと。この辺をしっかり

やらないと、なかなか先生たちも動きづらいとい

うところがあるというのはそのとおりだと思いま

す。

先日、アメリカで小さなシンポジウムをやりま

したときに、終わってから歓談の席で、シリコン

パレーから、あの地域の大学の有名な先生が、最

近、産学共同がだんだんやりづらくなってきた。

というのはいろいろ、コロンピアの場合はどうか

知りませんけれども、イノベーション・エンター

かしたいところだと思いますけれども。 プライズみたいなのが、それぞれパークレーとか、

森資料は昭和32年に飯沼さんが書いた『模倣か スタンフォードとか、いろいろ活躍しているとこ

ら創造へjという本があります。そのころからず

うっとやってきて、私と飯沼さんが『中央公論j

に「惨めからの出発」というのを書いたのは、ア

メリカが19世紀の終わりから20世紀にいかに惨め

だったかということから始めたんだということで

す。結局、アメリカのさっきの戦争のこともあり

ますけれども、財団ですね、ロックフエラーとか、

カーネギーとか、フォードとか、それがものすご

い、ポスドクでもたしかロックフエラーがつくっ

たんですね。そういう財団が日本にはできないん

ですね。日本の企業はそうもうかるところがない

んですよ。彼らは泥棒貴族ということ、ものすご

く稼ぎ過ぎちゃって社会に何か返そうということ
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ろにあって… 。

佐藤(孝) ありますね。特にスタンフォード

はすばらしいですけれども。

植之原 そこがだんだん成績を上げるためにえげ

つなくなってきて、かなりすごい要求を企業側に

打ち出しているので、前だったらかなりすんなり

と共同研究の話が進んでいたのに、最近はいろい

ろ問題があってやりづらくなったというぽやきを

した先生がいるo それが今どれほど影響している

かどうかわかりませんけれども、やはり大学の立

場として、社会貢献ということでほどほどに収入

を得るということをやっていけば、その辺のとこ

ろはうまくいくと思うんですが、あまり大学の場



A、

合には企業みたいにもうければいいんだという格

好になると、せっかくのいい方向に行ったのが逆

になるんじゃないかというように・

佐藤(孝) 例えばコロンピア大学の医学部の

場合には、なぜこういうのに大変力を入れている

かといいますと、やはりアメリカの保険制度の問

題があって、それが大分大きいんですね。大学独

自がとにかく一生懸命何らかの形で資金を導入、

集めることをやらないと、そういう大きな病院を

抱えていた場合には病院の倒産ということが絡ん

できますので、自己努力が必要です。それに対し

て、政府はどれだけサポートしてくれるかという

と、出ていきなさいと。それで、そういう人たち

は、ここは大学で教育期機関だから、若手の助教

授なんかもどんどん育成するという立場でやって

くれたらいいじゃないかという文句を言いに行っ

たんです、大学の中には文句を言うところがある

んです、聞いてくれるところがあるんです貯れど

も、全然受げつけてくれないですね。それはやっ

ぱりそれぐらい厳しいわげです。とにかくベンチャー

をつくるのもものすごくリスクを{半いますから手ド

常に大変で、つくってすぐもうけるなんでいうこ

とは絶対あり得ないことで、むしろ自腹を切って、

家をなくすぐらいの投資を自らやっていかないと

と、そういうのは全くなくて、各研究室のいわゆ できないわけです。日本の場合には、そういうこ

る独立したサイエンテイストが稼いだ研究費にっ とを大学の先生がやろうという気には多分ならな

いてくるオーバーヘッドで、かなりの部分が賄わ

れているわけです。要するに、ある程度いい研究

ができて、いいお金が集めることができるような

人じゃないと今は大学にはいられないし、私自身

が最初にコロンピアでポジションをとってから、

その当時、同期が6、7人いたんですが、もう 3

年で2人首になっています。それでも年間十数万

ドルは集めているんですけれども、もう要らない

いと思うんです。でも少しずつ変わってきていま

すし、理化学研究所の場合には、そういうことを

できるだけ先導してやろうと、今やっているとこ

ろです。

司会 まだご発言があるかと思いますけれども、

ここで佐藤先生のお話は終わりにしていただきま

す。(拍手)
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我が国のベンチャー企業活動拡大のための大学の役割

司会 では、佐藤純ーさんに「我が国のベン

チャー企業活動拡大のための大学の役割」という

題でお話ししていただこうと思います。

佐藤純ーさんは、東大工学部の治金学科を卒業

され、大学院に進まれて学位を取られましたが、

その後昭和電工にお勤めになって、長い間、アル

ミニウム及び無機材料の製造 ・研究をなさってお

られました。その間フランスへ留学されておられ

ます。昭和電工の当時の千葉工場でアルミニウム

製造、軽金属加工研究所で軽金属、熱交換器、そ

の後セラミックス研究 ・企画をなさっていたわけ

であります。東大の工学部の寄付講座の教授もな

さっておられましたが、最近、財団法人次世代金

属 ・複合材料研究開発協会というところで、今年

から我が国で発足した大学連携型プロジェクトの

知的材料 ・構造システム研究開発センター長を務

めておられます。

それでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。

佐藤純一 ここに以前からずっと、私の先生で

もあった腎藤進六先生とご一緒に、材料連合

フォーラム等の場でご指導いただいた植之原さん

がい6っしゃるので、急にしゃべることがなくなっ

たという感じで、何か試験されているみたいで嫌

なんですけど、三、四十分ぐらいでお話をさせて

いただきたいと思います。

三浦先生とも今日お会いしたのは初めてなんで
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すが、実は前から学習院のある幹部が、先生がま

だ東大の現役のころに、バイオの学科を強化する

ため東大の現役の先生を号|っ張ろうというような

話を聞きましたとき、お名前を伺っておりまして、

お目にかかれて非常に光栄でございます。

簡単に略歴を一、二分でまた補足させていただ

きますと、学部卒業して、大学院に残りドクター

をアルミ合金で取りまして、それからアルミ ニウ

ム製造をやりたいので昭和電工に入りました。ア

Jレミニウムは今では、日本で3万トンぐらいしか

つくっていませんが、当時は高度成長時代で、ダ

ウンストリームよりもアップストリームへ学生も

就職しようというような時代で、鉄鋼、化学、ア

ルミ等の重化学工業も人気がありました。私はア

ルミニウムをやっていまして、製錬の大型化とい

うことで、それまでの 4万アンペアぐらいの電流

で行っていたのが16万アンペアまで拡大をさせ、

ゃったと思った頃にあいにくオイルショックとニ

クソンショックに襲われ、アルミニウム精錬業は

以後10年位かかつてアルミをゼロにするという方

向になってしまいました。実に嫌なプロジェクト

なんですが、これは最近の製鉄についても同じこ

とが言えます。溶鉱炉は今11基しか動いていない

んですが、全盛時には30何基か動いていました。

また研究もいかに低能率で溶鉱炉を動かすかとい

うことも行われたのです。それからいかに生産を

とめるかというのは、まさに技術と社会的連関の

問題です。

それから、アルミニウムの成長期には、フッ紫

の公害の問題で国際アルミニウム協会の環境委員

をやったり、高度成長のときには会社も大らかで、

会社を休んでフランスへ行くことも快くやらせて

もらいまして、当時エコール ・デミンド ・パリに

行ったりしました。私は今でも非常に恵まれた、

まだ伸び伸びしていた時で、 悪く言うと甘い経営

かも しれないけれども、そういう方もない と、考

えたり試したりするゆとりのない企業になってし

まうと思います。



その後、省エネルギーのために宇宙船冷却のヒー

ト・パイプ技術を民聞に移して熱交換器をつくる

とか、電気エネルギーをヨウ業分野でも有効に使

うということで、超高圧による CBNの工場建設

に関係したり、あるいは超高圧及ぴ気相合成ダイ

ヤモンドの研究者、技術者のニューダイヤモンド

フォーラムというのをつくったりしましたo それ

から 7年前に東大の本郷に寄付講座が材料系でも

設貯られてそこの専任客員教授になりました。寄

付講座はまず先端研で試みられ、その成功をみて

本郷もやるかということになり、素材関係でも技

術と産業の見直しを工学部からやって、その知的

成果を発信しようということで、鉄鋼会社からお

金が集まりまして、 5年間やることになりました。

何を研究の重点にしたかというと、鉄にウエート

を置いて、材料技術と、素材産業の現代の課題を

分析して、今後の研究の方向とか、産業のあり方

を明らかにすることで、その大きなテーマとして

リサイクル、技術移転、ベンチャ一等をとりあげ

ました。

それから、私が一人で独立したテーマとしては、

私が師事している哲学者、今道友信先生の下で、

科学技術が環境になった現代におけるエティカ即

ちエコエティカに取り組み、人間と技術を哲学す

る場としてメタテクニカフォーラムというのを主

催していまして、 5年たったら私に会長役のお鉢

が回ってきました。

それで、三浦先生から突然、 2カ月ぐらい前に

お電話がありまして、ベンチャー・ビジネス発展

における大学の役割について話してほしいという

ことでした。今日お配りしたプリント(工業技術

Vo1.39. No.9， 1998. 20-..21PP.)の中に、私が

東大を 6月末までで辞めて関係することになった、

新しい大学連携型プロジェクトについて書いてあ

ります。今までナショプロというのがありました

が、これは産官協力なんです。だから、産業と国

立研究所との聞で、ファインセラミックス、サン

シャイン等、いろんなことをやりましたが、さら

には何か新しい芽を求めるということで考え出さ

れた制度です。大学だと比較的自由な雰囲気で割

と長期的視野に研究が許されるということで、そ

れにちょっと変わった人もいるということもある

のでしょう。これまでも日本でもかなりベンチャー・

プームがあったんですが、大学が米国ほど動かな

い。その理由の一つには、日本の場合は国公立大

学の割合が多いんです。したがって公務員の縛り

とか何かがありまして、アメリカみたいに大学の

先生と社長を一緒にやって、自分の技量と頭脳で

収入を上げてどんどんやっていってもいいという

ようなところではない。我が国では私、立でもそう

かもしれません。まあ、それはカルチャーの問題

ともいえます。それで今年からこの大学連携型の

プロジェクトをスタートさせたわけです。それで

私の関係しているのは東大の先端研の前所長の岸

先生がリーダーで、知的材料・構造システムの研

究開発プロジェクトということで、日本の東大と

東北大、名古屋大と大阪市立大学、それと企業16

社、 l団体が集まりまして、スマート材料のプロ

ジェクトをつくろうということになっています。

デモンストレートまでもっていこうと。もちろん、

米、欧のメンバーも含まれています。

これは本来、こういう着想が逆に大学を活性化

するという意味もあり、ベンチャーで大学の活躍

の場ができるということもあって、寄付講座での

研究の成果の実践の意味で面白そうだということ

で、転身を決意しました。そういう絡みの中で、

今日、私が大学のベンチャー・ビジネス発進の役

割をどう考えているかということで30分ぐらい費

やさせていただきたいと思います。

早速ですが、ベンチャーとは何かということで

す。日本の場合は何となく貧乏臭いわけで、脱サ

ラでラーメン屋をやるとか、そんな話から始まっ

たりしますが、本来はやはりここで「ホワッツ・

ベンチャーJに書いてあるように、「ニュー・ビジ

ネスJと「未経験の新事業」というこれまでと違っ

た新しい技術や商品、こういうものが大きな要素

になる事業と考えねばなりません。それから成長

率が高い事業というイメージもあります。例えば

50円の株が1株5，000円ぐらいと価値がついて100

倍になると、成長企業です。ごく若い社員でもそ

れで家が建っちゃったということを聞きます。

それからあと Spin-Outですね。要するにベン

チャー・ビジネスの主要要素は、ニュー・ビジネ

ス、 Spin-Out、オリジナリティー、コンペティティ

EA] Inforrnation N 0.81/1999年2月 39



プネスということになります。だから、最初は新

しくてもすぐ似たのが出てきたときに、どんどん

差を縮めさせないように継続してやっていけるか

どうかが事業のポイントになります。

それからあとリスクテーキングとキャピタルゲ

イン、これを前提に挑戦するということがペン

チャー・ビジネス発展には不可欠です。即ち「賭

ザJの要素を前提とせざるを得ません。私はメタ

テクニカをやっていますが、有名なパスカルの賭

けHPち、ノTリ・ド・ノ守スカJレということカ宝ありま

す。パスカルによれば、人聞は賭けをする唯一の

動物である。キリストは十字架に命をかけたと、

こういった意味での賭けですね。要するに賭ける

という精神ですね。日本の場合は賭げないという

のがあるんじゃないでしょうか。あとキャピタル

ゲインという考え方。日本は今、金融界が関われ

ているわげですが、我が国は本当に資本主義なの

かという気がいたします。

次に、これはまたかという感じなんですが米国

のベンチャーの歴史を省みてみます。 1938年から

第一世代、第二世代、第三世代、第四世代とこう

あったんですが、第一世代はご存じのように1938

年から戦前です。これはヒューレツト・パッカー

ドだとかが出て、もう今はペンチャー企業だと言

えないと思うんですが、それから第二世代が60年

の後半ですね。アプライドマテリアルだとか、今

でもあるんですが、インテルとか、 AMDだとか、

タンデムとか、この中で落伍していった企業も多

くあります。この辺から医療システム、どっちか

というと半導体とか、マイクロプロセッサだとか、

こういう電子電気関係というのは非常に多くなっ

てきている。それから第三世代は、ご存じのよう

にパソコンとか、ソフトウエアとか、ディスク、

コンピュータ関係です。ソフトも出てきた、パソ

コンも出てきた。ただし、非常に浮沈が激しい業

界ですが、まだこれは伸びているといえます。こ

れらが創業が70年の後半です。さらに第四世代と

しては、だんだんこれがピクサールとかオプジェ

クティク・システムだとか、ヤフーだとか、要す

るにマルチメディアみたいな、それからソフトに

関わるベンチャー企業が登場してきて95年に至っ

ていると。
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こういうことで、 SuperHigh Growthなんて書

いてあるんですが、年間20---30%ぐらいの売り上

げ成長です。但し立ち上げのときだと、この250.4%

なんて数字もあります。最初が小さいわけですか

ら、ちょうど子供が成長するようになるわけです。

だから、最初から売上成長率が10%などというの

は、ベンチャー企業として全く望みがないという

ことが言えるんじゃないかと思います。

それからベンチャ}ですが、さっきのリスクと

いうのがあって、パスカルの賭けまでいかなくて

もいいんですが、要するに資本主義ですから、やっ

ぱりキャピタルがないと始まりませんo 投資家が

いて、ペンチャー・キャピタルを集めて、そして

そのペンチャーのいろんな申し入れに対して、そ

れを解析して、リスクがありながら成功した場合

にはこれは明確にリターンがあるということをき

ちっと投資家に説明しうるというような仲介をや

るところがないといけない。銀行の場合は、日本

の金融界は何とか大学を出て、秀才型で官険をす

るシステムになっていない。こういう話があるん

です。かつて、哲学者、歴史学者、工学者で国際

シンポシウムを福島でやったときに、韓国の苦し

い時代にドイツで勉強された韓国の歴史学者に、

ある人がこういう質問をしたんです。「お国では、

戦後またたく聞に日本に数十年で経済面で追いつ

いた。お国の教育はどういう教育をされているん

ですかJと。そうしたら、その先生は大哲学者で

すからこう答えられたといいます。「それは全く日

本と同じ、東京帝国大学の教育システムをそっく

り導入した成果です」とo iじゃあ、どういう教育

ですか」と。さらに尋ねると、「全国からとびきり

の秀才を集めて、 4年間教育して、全然だめにし

て世の中へ出しているjというわげです。だから

今の大蔵省なんかをみると、なるほどという感じ

がありますね。私はとびきりの秀才じゃないから

その範鴎に入らないんですが、まあ、言い得て妙

ですけれども、韓国もそういうわげです。そのお

かげで高度成長をしてここまで来たとo これまた

歴史家ですからね。

それで、我が国のような受験中心で子弟を教育

しているし、このベンチャー、即ち冒険性がかげ

でくるんじゃないか。今の銀行はまさにそうで、



従って担保を取ることにこだわりなさる。何か大

学の人でもビジネスをはじめようとすると、親類

だとか、友達とか資金をひっかき集めさせて担保

をとってから融資をやるということで、金融の方

ではリスクはぜロなんですな。これなら私にだっ

て金融はっとまりそうです。

さて、ペンチャー・ビジネス発展のための、特

に大学の役割というのは、大学には自由な発想が

許され、権力機構に対して中立即ち公的であり自

由がきくということが生かせると思います。米国

では私学が多いということもありまして、ベンチャー

育成を大学自体もプロモートし、人材、それから

アイディアだけでなく、投資自身も担っていると

いうことが非常に日本と大きな違いがあります。

日本の大学は文部省から補助金をもらうとかそう

いうことに重きを置きますから、これからはぜひ、

米国のシステムをどんどん導入していったらどう

かと思います。

それからもう一つは経済システムのあり方です。

結局、ベンチャー企業のプロモートされる経済シ

ステムは、自分の意志でSpin-Outして挑戦して、

もうかるとか、あるいは社会的にもっと広がりの

ある仕事ができるとか、人生に夢がもてる環境が

形成されるかどうかも重要です。

さらに実践上はノーハウも非常に大事で、日本

の場合は 1回失敗したら融資はしないといわれて

います。「パツイチJなんて言葉がありますね。米

国では 1回試みて、失敗を経験した人物では経験

を生かすことで、 2回目は大丈夫だろうという判

断も加わるときいています。「失敗は成功のもとJ

というわけです。日本の場合は l回も失敗しちゃ

いけないとo そんなことは100%であるわけですね。

横綱貴乃花だって黒星がつくっていうのに、ビジ

ネスの機会でも同じことで、同じ手で同じ相手に

2度続けて負けないというのとが肝要です。こう

いった意味でこのノーハウの充実が重要なのです。

それから起業家を生む精神の教育、これはいく

つかの私学では既にはじめてはいますが、大学に

なってからというよりも小学校ぐらい、中学ぐら

いからだんだんと起業に限らず、未知の世界への

関心を失わず、チャレンジしていくような教育を

行わねばならないと思います。

それから理想像ですね。若者が、こういう起業

家を目指したいという目標となるモデルや起業家

輩出のシステムというかカルチャーの形成を成功

例の蓄積で早期に構築することが大切だと思いま

す。

それからもう一つ現実の問題として、コミュニ

ティーとかヒエラルキーとか、ネットワークとか、

いわゆる情報のネットワークシステムの充実もペ

ンチャー企業育成には必要不可欠です。

また、日本では成功報酬のシステム、これが問

題ですね。かつて日本の会社で、某経済雑誌に掲

載された日本の大企業の会長、社長の給与一覧表

をみると、 1億を超している人はいないですね。

それで野球や芸能人の数分の lです。これでは一

生懸命やるという気が起こらないと思うんですね。

大学だってそうです。だから、自分で発明すれば

研究費で家を建てたってなんだっていいんだと、

要するに自分が正当な経済的にリターンを得られ

るように、成功報酬の考え方で収入をグンとアメ

リカ型に上げなきゃ、しかし、他方では失敗した

ら大変。

資金のリスクマネージメント、これはさっき申

し上げましたように、やっぱり資本主義社会です

から、自分の判断で投資したら、そこで努力して

報酬を上げるというのとは裏腹に見積もりの間違

いは自分が背負わなければいけないと、これが賭

けだということですね。

もう一つは、人材だとか、提携だとか、販売、

マーケット等技術と社会経済の連携の重視です。

だいたい一番危ないのは、発明家は「おれの技術

はすばらしい、使わない方がおかしい、売れない

方がおかしい」とこうくるわけですね。そうでな

くて、やはり使う立場が、これはいいと、それか

ら、どれだけで入手できるんだというアヴェーラ

ピリティーみたいな、そういうところとのリンケー

ジが大事だと思います。

それからもう一つ、我が国での問題としては、

なんといったって、小さいものは弱いということ

では大企業の支援というのがあるんですが、これ

が非常にうまくいくケースと、結局、個人の意識

において、私もいましたから分かりますけれども、

寄らば大樹というのはなかなか抜けませんね。こ
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れがインキュベーションのシステム、つまり卵か

らひよこで若鶏になるために、そこから本当に育

つのは良く、育たないのはしょうがないというこ

とで、どこまで育てられるか、育てるべきかが問

題です。

それからあとは、ペンチャー・ビジネスの評価

システムです。しかし、事前にスクリーニングし

すぎると、どこかの国の認定、中小企業の支援財

団の認定みたいになって、官僚的になり活力を失

う。

それからもう一つ、成功したら中心になった人

に、ちゃんとそこへ魅力ある収入が入るのでなけ

れば、そんな苦労してまで大した収入にもならな

ら日本はこんなにならなかったと思いますね。

それから地方公共団体、通産省、中小企業庁等

の公的なベンチャー支援ですが、これもいいんで

すがこれをやりすぎると、ベンチャー性はなくなっ

てくるのではないかと思います。血税を集めてい

るという立場に立つと銀行以上に不安全なことは

できないとは思います。税金を賭けに使っていい

のかということです。しかし、私はある程度いい

だろうと思うんです。例えば競輪や競馬の収入を

ベンチャー・ビジネスに向ける。

Spin-Out、中小企業に若い人が入る環境の形成

も重要だと思います。これまでの過剰とも言える

安全、安定志向からもっと冒険的、挑戦的な社会

いものをやるはずがないという感じがするわけで にしていく必要があるのではないかと思います。

す。 安全な冒険って何だ、つまりリスクゼロで冒険は

システムに関わって大企業の新規事業部門、経

済団体等で余剰の労働力を新しいところに向けよ

うという狙いで、ベンチャー・ビジネスで新しい

職場を作れば、ということでかなりゃったと思う

んですが、聞くところによると、社内ペンチャー

というのは結局はあまり成功しなかったようです。

つまりペンチャーをやるというのは賭けですから、

会社を辞めてもやるという基本的な覚悟がないと

できないのに、大樹にぶら下がる社内ペンチャー

そのものがおかしい。社内ベンチャーということ

自身が矛盾した意味を含んでいるわけですよ。家

来になりながら殿様になりたいという、こんなば

かな話はない、通じるわけがないと思います。

ペンチャー・キャピタルについて改めて申しま

すと、アメリカでは100万ドルとか1，000万ドルぐ

らい出すエンジェルがベンチャーにかげて出資を

する。勿論経営的なプロの検討はしていることは

ありますが、賭けの要素は失われていなしh 日本

の場合はベンチャーを始めるくらいの規模の何百

万円とか何千万円とかいった規模の金を個人で借

りようとすると、家を担保に入れろとか、保証人

は親類の兄貴にしろというようなことで、失敗し

たらそこからとればいいという考えで、これでは

ベンチャーじゃないです。そのくせ、何十億、何

百億のオーダーがつきだすと、最近のパプルでわ

かるように弁済の規模をはるかに超えて融資をす

る。もしあの何十兆円をペンチャーに投じていた
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成立しないということです。そういう意味では、

皮肉になりますが、危険を知らずにあるいは意識

せずに割とやる人が多い大学というのは非常にい

いんじゃないかと思います。ただし経営だとか何

かをやった人とチームワークを組むというのが非

常に大事であると思います。私も大学に若干いま

したのでそうだと思いますが、大学の先生は割と

自分の説を絶対に曲げないというか、過度に自信

を持ち、社会、マーケットに耳を傾けない傾向が

強く、優れたアイディアでもビジネスとしてチー

ムで展開させるという意識が薄れがちになると思

います。また大学は学問研究と教育が本来の目的

であるということから、工学系であっても我が国

では特許の発明が少ない。文部省の調査によると、

我が国の全特許出願の内、大学から生まれた特許

はたったの0.04%ということです。

したがって私は、ここの工学アカデミーのよう

なところで、もっと大学からの発明の出願促進を

やってみたらどうかと思います。大学からの特許

登録をアメリカと比べてみますと、 1995年では、

MIT、テキサス大学、スタンフォード等でアメ

リカは日本の大体14倍、特許件数が1桁上なんで

すね。私がいた東大なんか 2件だっていうんです

から。もっとも、これはパートナーの企業に譲っ

たものもあり少なすぎるとは思いますが、私立の

大学の特許数でも米国の大学にずっと劣ります。

工学ですからやはりその成果が技術として、社会



化、経済化するということに貢献しない工学部の

レゾンデートルを問われると思います。

もう一つ私は大学および大学人に経済的なイン

センティプをもっと与えたらよいと思います。ア

メリカの場合、有名大学は私立が多いこともあり、

それから学校としても個人としても経済的にイン

センティプが大きい。日本でも特許収入が大学に

入れば大学の研究費とか、先生の何かいろんな活

動にお金がまわってくる。しかし現在では蔵に入っ

てしまう。発明が出ていく場所とは全然違ったと

ころに金が還元され、何に使われているかわから

ない。ある時私の知っているある雑誌社の社長を

している先輩が、言ったんです。「佐藤君、知って

るか?飛鳥、奈良の時代から変わっていない大臣

が2つあるo それは文部卿というのと大蔵卿だ。J

ここのところが我が国は全然変わっていないんで

すよ、西暦2000年に近くなって、文部卿が危なく

なってきた。あのころは通産卿とかはなかったの

ですから。

特許からのリターンを1995年の統計でみますと、

アメリカでは何千万ドル、年100万ドルですが、日

本では東海大学は4，000万円しか入らない。それか

ら立命館大学は19万円、こんな数値をよく書きま

すね。お金というのは決してきたないものではな

くて、社会的活動のエネルギーですから、経済的

に利潤の上がることを妙に倫理的に制約されずに

どんどんやることが大切だと思います。

いろいろと制約のある国公立大学よりもっと私

立大学が頑張るとか、それから大学の定年制なん

かなくして、若年寄みたいな人は早くやめる、 60

才、 70才になっても、なんだかいつ死ぬんだかわ

からないような元気な人は働くことを続けるよう

にすべきだろうと思います。アメリカはもう年令

制限は廃止されているところが多いと聞いていま

す。

以上、雑駁で恐縮でございましたが、そんなこ

とで私の話を終わらせていただきたいと思います。

司会 どうもありがとうございました。それで

は、ただいまのお話にたいしてご発言、ご質問が

ございましたらどうぞ。

山崎横河総合研究所の山崎でございます。今

日は大学の役割というお話が幾っか出ておるんで

す砂れども。大学の基本的な役割として教育とい

う役割がございますが、その役割、教育とペン

チャー企業の課題を担うという仕事の調和をどう

いうところに求めていくかというのがやはり問題

ではないかと思います。これは日本の大学教育に

ついても今いろいろ問題がありまして、これでい

いのかという問題提起がなされていますけれども、

その中で評価が十分なされていないと言うことが

あると思うんですが、今度はさらに教育について

もいろいろ厳しい評価をされるようになって、そ

れからさらに、ペンチャーとしての活動というこ

とについても、あるいは特許を出すというような

ことについてもとなると、どういうところにその

調和を求めていくかということについて問題が出

てくるのではないか。

例えば、アメリカの大学では研究と教育という

のをどういうところでバランスをとっているのか、

それから、日本の大学では今後それをどういうと

ころに求めていくのかということについて、御意

見を聞かせていただければと思います。

先ほど、とびきりの秀才を集めて何の教育もし

ないというか、して、つぶしてしまうというお話

がありましたけれども、それはそれとして、 4年

間どういうふうに基礎知識を授けて技術者を育成

するかということは、やはり大学の持っている非

常に重要なミッションだと思いますので、それに

ついてご意見を聞かせていただければ。

佐藤(純) 私の思師だった爾藤進六先生がよ

く言われていたのは、「佐藤君、一流の人聞は大学

では教育できない。つまり二流の秀才、 7割の人

をきちっと育てるところなんだ。一流の人聞がい

たらその成長を邪魔せず、そのような才能の持ち

主を見出してサポートするんだ。J日本の悪いのは

公平と平等を間違っていることだと思います。おっ

しゃるとおり、大学人の余りに多くの人がペン

チャー・ビジネスをやっていたら大混乱になって

つぶれますよ。だから新しいものを作り出して、

そういう場を作っていく能力と人間的なカの持ち

主を見出したらそのように教育するが、既存の構

造的骨格となる産業を安定に運営していく層は、

きちんと教育することをはっきり意識して教育に

望む必要があると思います。こういった差別化は
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当然だと思います。

フランス革命でいうリベルテとエガリテという

のは矛盾した 2つの概念を掲げています。リペル

テというのは「選択の自由」ですから、これは「平

等Jではないはずなんですね。それでそれをフラ

ンス全体のために、お互いに 1つの血でつながっ

た兄昂たる国民としてまとめようということで、

三色旗にしたといわれています。だから、やっぱ

り勇気を持って差別していくと。日本の場合はカ

ルチャーが問題になるんですね。教育することと

研究は一体だ、確かにそうですよ。けれども 7割

を教育というシステムにきちっとやろうと思った

らそれだげで大きな仕事ですから、教育のための

プロフェッサ一、それから研究だけやるプロフェツ

サー、それから何人かの少数の、これも超一流の

プロフェッサーは両方できるという人は両方やる

というふうに差別化していくことが必要ではない

かと思います。こういったところは特に工学アカ

デミーなどが音頭をとっていく場としていいので

はないか。そういうカルチャーをイ乍っていかない

と、やはり日本はだめになってしまう。痛みを伴

うげれども、真剣に考えなければいけないんじゃ

ないかと私は思っています。多少、ある大学で、

こちらでも指導していらっしゃる方はいると思う

んですが、そういう大学をつくってみたらいいん

ですね。

それからもう lつは、こういうことが言えるん

ですげれども、学生がこの先生はいいなと思って

いるのは、特に工学の場合は社長もやりながら教

育もできる。それから、先生の後ろ姿を見て、お

れも勉強しなきゃいけないという、そういう姿で

ベンチャーをどんどんやって、それから年収2億

でも 3億でもいいと思うんですよ。そうしたら、

その優秀な一流の、邪魔したくないような生徒を

そこでサポートできる。だからそういうようなと

ころは、差別じゃないんですね。だからリペルテ

とエガルテと、これは日本のためだと、人類のた

めだというフラテルニテの思想に立ってやるとい

うととで、どこか実験的につくってみたらo みん

な東大型になろうという動きをしているというう

わさが、大きな某私学の人が言っていましたけれ

ども、それはやっぱり間違いだと思うんです。や
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はり特徴を出さないといけないし、思い切ってそ

ういう少し荒っぽいことをやらないと、 7割は護

送船団大丈夫なんです。護送船団がなきゃ会社は

負けちゃいますけれども、護送船団だけというの

はやはり困ると、こういうのが私の考えで、思い

切ってそういう大学を、工学アカデミーか何かで

1個つくってみたらどうかというふうに思うんで

すけれども。以上です。

司会 どうもありがとうございました。工学ア

カデミーのやるべきことまで出てきまして。ここ

で佐藤先生のお話は終了させていただきます。

最後に、バイオ専門部会委員の古崎先生からご

挨拶を頂いて終わりにしたいと思います。

古崎バイオ専門部会の委員をやっております

九州大学の古崎でございます。

本日は「ペンチャー・ビジネスと大学Jと題し

まして、バイオ専門部会主催の講演会を開催いた

しましたが、非常に関心を持っていただきまして、

多数ご出席いただき、ありがとうございました。

3人の先生方のお話を伺って、各大学、私は東

大におりまして、今、九大ですけれども、いろい

ろペンチャーの組織を作ってやろうとしているわ

けですが、形はできたけれども動くのはなかなか

難しいなという感じがしております。私自身も企

業と共同研究をして、やりたいということは一生

懸命やるんですけれども、自分がベンチャー・ビ

ジネスを起こしてお金を集めて、それで会社をつ

くろうという発想はまだなかなか出てまいりませ

ん。日本とアメリカの違いなどを伺って、日本の

技術はある程度いい技術を出さないといけないと

思いました。これは当然ですけれども、それはあ

るとしても、まだ、そういうことをやろうという

人材や発想が出ないということが1つあると思い

ますし、アメリカはエンジェル・キャピタノレとい

う話がございましたが、まずお金が集まって、さ

らにそれを増資してどんどん資本が集まるという

システムがうまく機能している。これがどうも日

本とアメリカの違いで、なかなか日本ではペン

チャー・ビジネスが発展しないのではないかと、

まあ、だんだん変わるかもしれませんけれども。

いずれにしましても、大学の技術を社会に還元
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し、産業界と大学で共同でいろいろ技術発展をす

るということは大事なことでございますので、こ

ういう機会を通じて、工学アカデミーの皆様方は

オピニオンリーダーであられますので、ぜひいろ

んな意味で、大学の研究、あるいはこういうペン

チャー・ビジネスをご支援いただきますようにお

願いしたいと思います。こういうことで、この講

演会を聞いた意義もあろうかと思っております。

大変興味ある講演会でございましたが、これで

閉会に致します。本日はどうもありがとうござい

ました。
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